
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
第２期寒河江市子ども・子育て支援事業計画／寒河江市母子保健計画 

さがえっこ・すくすくプラン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 

寒河江市 
  



 

 

 

  



 

 

 

 

は じ め に 

 

少子高齢化の進展により、核家族化、就労の多様化、地域のつながりの希薄化など、子ど

もや子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化するなか、次代の社会を担う子どもを安心して産

み育てることができる環境を整えることが課題となっております。 

国においては、ひとりひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指し、

平成 27 年４月から「子ども・子育て支援新制度」を本格スタートさせました。また令和元年 10

月からは総合的な少子化対策の一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るた

め、幼児教育・保育無償化事業がスタートいたしました。 

本市においては、新制度の施行に併せて平成 27年度から平成 31年度までの５年を１期と

した「寒河江市子ども・子育て支援事業計画」を策定しており、今年度末で終期を迎えること

から、新たに令和２年度から５年間の第２期計画を策定いたしました。 

第６次寒河江市振興計画第１章に掲げる「子どもがすくすく育つまち」に基づき、本計画で

は「安心して子どもを産み育てられ、子どもがすくすく育つまち寒河江」を基本理念とし、母子

保健計画と一体的に策定しており、継続的かつ総合的に子育て支援施策の更なる充実に努

めてまいります。 

この計画の実現のためには、行政、保護者、地域、事業所をはじめ、子育て支援に携わる

色々な方がつながり、ネットワークを広げていくことが必要です。皆様のより一層のご理解、ご

協力をお願い申しあげます。 

 

最後に、本計画の策定にあたり、慎重なご審議、貴重なご意見をいただきました寒河江市

子ども・子育て支援推進会議の委員の皆様や、子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査

にご協力いただいた多くの市民の皆様に心より厚く感謝を申しあげます。 

 

令和２年３月 

寒河江市長 佐 藤 洋 樹 
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第１章 計画の策定に当たって 
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１．計画策定の趣旨 

急速な少子化の進行や核家族化・高齢化の進行等、家族や地域、就労・雇用等、子ども

や子育てを取り巻く社会環境の変化に対応するため、国においては平成 15 年に「次世代

育成支援対策推進法」を制定し、地域や職場における総合的な次世代育成支援対策（次

代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備）を推進してきました。 

しかし、その後も少子化や未婚・晩婚化の進行は止まらず、加えて、子育て家庭の孤立

化や待機児童の増加等、新たな課題が発生してきたことから、子どもや子育て家庭を支援

する新しい支え合いの仕組みの構築に向けて、平成 24 年に「子ども・子育て関連３法」（＊

１）を制定しました。 

これに基づき、平成 27年からは「子ども・子育て支援新制度」（＊２）が本格的に開始され、

市町村は①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、②保育の量的拡大・確保、

教育・保育の質的改善、③地域の子ども・子育て支援の充実を目指し、「市町村子ども・子

育て支援事業計画」を策定することが義務付けられています。 

 

本市においては、平成 27 年に「寒河江市子ども・子育て支援事業計画／寒河江市母子

保健計画 さがえっこ・すくすくプラン」（以下「第１期計画」という。）を策定し、「安心して子

どもを産み育てられ、子どもがすくすくと育つまち寒河江」を基本理念として、子育てを地域

全体で支えるまちづくりを通じて、保護者が安心して子どもを産み育てられ、すべての子ど

もが健やかに、すくすくと育つ環境づくりを推進し、「さがえっこすくすく宣言」（＊３）の具現

化を目指してきました。 

今回、第１期計画の計画期間が終了することから、新たに「第２期寒河江市子ども・子育

て支援事業計画／寒河江市母子保健計画 さがえっこ・すくすくプラン」（以下「本計画」と

いう。）を策定することとなりました。本計画は、第１期計画に引き続き、子育て支援の充実を

図ることで「さがえっこすくすく宣言」の具現化を目指し、本市の子育て支援に関する基本的

な考え方や具体的な取組等について示す計画として策定するものです。 

 

 

２．計画の位置付け 

２－１．法令等の根拠 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

及び次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行動計画」です。 

また、厚生労働省通知「母子保健計画について」に基づく「母子保健計画」としての性格

も持ち合わせた計画です。 
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【子ども・子育て支援法（抜粋）】 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第 61 条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する

計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 
 

【次世代育成支援対策推進法（抜粋）】 

（市町村行動計画） 

第８条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業

に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健

康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを

育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活と

の両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計

画」という。）を策定することができる。 

 

 

２－２．関連計画との位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

寒河江市振興計画 

寒河江市地域福祉計画 

・子ども・子育て支援法 
・次世代育成支援対策推進法 
・母子保健計画について 

やまがた子育て応援プラン 

第２期寒河江市子ども・子育て支援事業計画／寒河江市母子保健計画 
さがえっこ・すくすくプラン 

健康さがえ２１ 

寒河江市障がい者基本計画 
寒河江市障がい福祉計画 

いのち支える寒河江市自殺対策計画 

寒河江市教育振興計画 

寒河江市男女共同参画計画 

その他関連計画 

整合 
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３．計画の期間 

本計画の計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５か年間とします。また、計画期

間中に計画の内容と実際の状況に乖離がある場合は、必要に応じて中間年（令和４年度）

を目安として計画の見直しを行うものとします。 

 

平成 
31年度 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

 
 
 
 

   
 
 

（見直し） 

   

 

 

４．国の主な制度等の改正の動向 

【平成 28 年度】 

●子ども・子育て支援法の一部改正 

１．事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成及び援助を行う事業（仕

事・子育て両立支援事業）を創設 

２．一般事業主から徴収する拠出金（事業主拠出金）の対象事業に仕事・子育て両立支援

事業を追加する。一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引上げ 

 

●児童福祉法の一部改正 

すべての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで、

一連の対策の更なる強化等を図る。 

 

●ニッポン一億総活躍プランの策定 

「希望出生率 1.8」の実現に向け、若者の雇用安定・待遇改善、多様な保育サービスの充

実、保育サービスを支える多様な人材の確保、働き方改革の推進、希望する教育を受ける

ことを阻む制約の克服等の対応策を掲げる。 

 

●切れ目のない保育のための対策 

待機児童解消を推進するため、待機児童対策の横展開や受皿の整備、土地等の確保

支援、保育人材の確保・保育サービスの質の確保、保護者や地域のニーズへの対応、多

様な保育サービスの展開等の取組を明確化。  

第２期寒河江市子ども・子育て支援事業計画／ 

寒河江市母子保健計画 さがえっこ・すくすくプラン 
第１期 

計画 

次期 

計画 
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【平成 29 年度】 

●子育て安心プラン 

2020年度末までに全国の待機児童解消し、2022年度末までにＭ字カーブを解消（女性

就業率 80％の実現）することを目指し、保育の受皿の拡大や保育人材の確保、保護者へ

「寄り添う支援」の普及推進、保育の質の確保、持続可能な保育制度の確立、保育と連携し

た「働き方改革」等の取組を実施。 

 

●新しい経済政策パッケージ 

少子高齢化に対応するための「生産性革命」と「人づくり革命」を車の両輪とした政策。

「人づくり革命」では、幼児教育の無償化や待機児童の解消（子育て安心プランを 2020 年

度末までに前倒し）、高等教育の無償化等の改革が盛り込まれている。 

 

【平成 30 年度】 

●子ども・子育て支援法の一部改正 

１．子育て安心プラン前倒しに伴い、保育の量的拡充及び質の向上を図るため「保育充実

事業」を実施 

２．都道府県は、保育の需要に応ずるための市町村の取組を支援するため、当該都道府

県・関係市町村等により構成される協議会を組織することができる 

 

●新・放課後子ども総合プラン 

「小１の壁」・「待機児童」の解消等を目指し、放課後児童クラブを 2021 年度末までに 25

万人分、2023年度末までに 30万人分を整備。放課後児童クラブと放課後子供教室の両事

業について、すべての小学校区で一体的又は連携して実施することや新規整備する際は

学校施設を徹底活用すること、放課後児童クラブの「子どもの主体性を尊重し、健全な育成

を図る」という役割の徹底等を目標として計画的な整備を進める。 

 

●子ども・子育て支援法の一部改正 

総合的な少子化対策の一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、

幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用に関する給付制度を創設（幼児教育・保育

の無償化）。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 子ども・子育てを取り巻く現状 
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１．市の概況について 

１－１．人口の推移 

（１）人口の推移 

人口の推移をみると、総人口は徐々に減少しており、平成 31 年は 41,135 人となってい

ます。令和２年以降も減少を続けることが予想されており、令和６年には 39,302 人になると

見込まれています。 

年齢３区分別でみると、「14 歳以下」と「15～64 歳」は減少傾向となっているのに対して、

「65 歳以上」は増加傾向となっています。令和２年以降もこの少子高齢化が続くことが予想

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 31年までは住民基本台帳（各年４月１日）、令和２年以降はコーホート変化率法（＊４）による推計値 

 

  

5,503 5,417 5,331 5,201 5,132 5,023 4,944 4,829 4,727 4,630

24,480 24,049 23,644 23,385 23,189 22,735 22,425 22,160 21,891 21,500

12,126 12,387 12,566 12,727 12,814 12,947 13,007 13,039 13,045 13,172
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推計実績
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（２）年齢３区分の人口割合の推移 

年齢３区分の人口割合の推移をみると、人口推移と同様に「14 歳以下」と「15～64 歳」が

減少傾向で、「65歳以上」は増加傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 31年までは住民基本台帳（各年４月１日）、令和２年以降はコーホート変化率法による推計値 

 

（３）子どもの年齢別人口の推移 

子どもの年齢別人口の推移をみると、平成 28 年をピークとして減少に転じており、平成

31 年は 1,859 人となっています。令和２年以降も減少傾向が続き、令和６年には 1,638 人

になると見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 31年までは住民基本台帳（各年４月１日）、令和２年以降はコーホート変化率法による推計値 

  

13.1 12.9 12.8 12.6 12.5 12.3 12.2 12.1 11.9 11.8

58.1 57.5 56.9 56.6 56.4 55.9 55.5 55.4 55.2 54.7
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推計実績
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１－２．一般世帯等の状況 

一般世帯等の状況をみると、一般世帯の総数は年々増加しており、平成 27 年は 13,062

世帯となっています。また、内訳をみると、「核家族世帯」と「単独世帯」が増加しています。 

一般世帯数が増加するに伴い、「一世帯当たり人員」は年々減少しており、平成 27 年は

3.10人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※国勢調査より 

１－３．母子・父子世帯の状況 

母子・父子世帯の状況をみると、「母子世帯」は年々増加しており、「父子世帯」も増減し

つつ推移していますが全体としては増加傾向で、平成 27 年には「母子世帯」が 160 世帯、

「父子世帯」が 21世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※国勢調査より  
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１－４．出生の動向 

（１）出生数の推移 

出生数の推移をみると、増減しつつ推移しており、平成 30 年は「出生数」が 289 人、「出

生率（人口千対）」が 7.0 となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※寒河江市統計より 

 

（２）合計特殊出生率（＊５）の推移 

合計特殊出生率の推移をみると、おおむね 1.40を超えており、平成 30年には 1.55 とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※厚生労働省資料、山形県統計年鑑、山形県保健福祉統計年報より 
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（３）周産期死亡率（＊６）の推移 

周産期死亡率の推移をみると、平成 27 年までは「全国」と「山形県」を下回っていました

が、平成 28年と平成 29年は 10.0以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※山形県保健福祉統計年報より 

 

（４）低出生体重児（＊７）の出生数の推移 

低出生体重児の出生数の推移をみると、「寒河江市」は平成 27 年に 36 人で最も多くな

っていますが、それ以外はおおむね 20人前後で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※山形県保健福祉統計年報より 
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１－５．女性の労働力の状況 

（１）女性の労働力率の推移 

女性の労働力率の推移をみると、平成 27年にかけて全体的に労働力率の上昇がみられ

ました。特に“25～44歳”と“50～79歳”で上昇が目立っており、20代後半から 30代にかけ

てのＭ字カーブのへこみが年々少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国勢調査より 

 

（２）未婚・有配偶の労働力率 

未婚・有配偶の労働力率をみると、“20～44 歳”までは「未婚」の方が高くなっていますが、

それ以降はおおむね「有配偶」の方が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国勢調査より 
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１－６．障がい児の状況 

障がい児の状況をみると、全体的に増減しつつ推移しています。平成 31年は「身体障害

者手帳」が 13 人、「療育手帳」が 43 人、「精神障害者保健福祉手帳」が２人となっており、

総数は 58人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※寒河江市管理システムより（各年４月１日時点） 
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２．ニーズ調査結果からみる現状 

２－１．ニーズ調査の概要 

本計画の策定に当たって、子育て家庭のニーズ等を把握し、市の現状と今後の子ども・

子育て支援における課題を整理することを目的として、アンケート形式によるニーズ調査を

実施しました。 

 

 就学前児童 小学生 

対象者 

平成 30 年 10 月１日時点で、市内

に居住する就学前児童の保護者

（無作為抽出） 

平成 30 年 10 月１日時点で、市内

に居住する小学１～３年生の保護

者（無作為抽出） 

調査方法 

幼稚園・認可保育所等による配

付・回収（ただし、届出保育施設等

入所児童及び未就園児の保護者

については郵送方式による配付・

回収） 

小学校による配付・回収 

調査期間 平成 30年 10月～11月 

配付数 1,000票 500票 

回収数 762票 447票 

回収率 76.2％ 89.4％ 

 

２－２．ニーズ調査結果のまとめ 

（１）本市の子育て支援の環境や支援に対する満足度について 

本市の子育て支援の環境や支援に対する満足度をみると、就学前児童では「満足」と

「やや満足」を合わせた『満足している』が 33.4％となっていますが、その一方で「不満」と

「やや不満」を合わせた『不満である』は 22.8％と少なくありません。 

▼「ふつう」とした方が 42.8％を占めていることから、子育て世帯の様々なニーズに即した

見直し・改善を図り、満足度をあげていくことが重要です。 
 

【子育て支援の環境や支援に対する満足度（一部合算）】 

 

 

 

 

  

22.8 42.8 33.4 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前
n=762

不満である ふつう 満足している 無回答
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（２）就学前児童の子育てに関する協力者について 

就学前児童の子育てに関する親族・知人等協力者の状況をみると、「緊急時もしくは用

事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 55.0％、「日常的に祖父母等の親族にみて

もらえる」が 41.5％と親族に協力してもらえる方が多くを占めていますが、その一方で「いず

れもいない」とした方が 7.9％を占めています。 

▼周囲の援助が得られない家庭に対して、様々なニーズに即した子育て支援が届けら

れるよう、支援体制や情報提供体制等を検討していく必要があります。 
 

【親族・知人等協力者の状況（抜粋）】 

 

 

 

 

 

 

（３）子育てに関して気軽に相談できる相手について 

子育てに関して気軽に相談できる相手の有無をみると、相手が「いる／ある」が 91.2％と

大半を占めており、その相手は「祖父母等の親族」（86.5％）と「友人や知人」（75.1％）の２

つが多くを占めています。 

⇒相談窓口（相手）の役割を担う子育て支援機関である「ゆめはーと寒河江」（5.5％）、「ハ

ートフルセンター」（5.5％）、「保健師」（5.3％）、「保健所」（1.0％）は１割にも届かず、活

用頻度が低い状況です。 

⇒気軽に相談できる相手が「いない／ない」とした方は 3.4％となっています。 

▼今後に向けては、公的な相談機関を活用してもらえるよう、教育・保育施設（＊８）等と

連携して、その活動の周知徹底・普及を図るとともに、気軽に相談できる（相談しやす

い）体制づくりについて再検討する必要があります。 
 

【気軽に相談できる相手の有無】 【気軽に相談できる相手（抜粋）】 
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（４）母親の就労状況について 

母親の就労状況をみると、「フルタイム（育休等含む）」と「パート・アルバイト等（育休等含

む）」を合わせた『現在就労している（育休等含む）』は、就学前児童で 83.2％、小学生で

87.0％となっています。 

⇒平成 25年の調査と比較すると、就学前児童で 9.4％、小学生で 5.1％の増加となってい

ます。 

⇒母親の就労日数をみると、「５日」と「６日以上」が多く、この２つを合わせた『５日以上』が

就学前児童では 93.0％、小学生で 92.0％となっています。 

⇒母親の出勤時間は「７時台」と「８時台」が多く、この２つを合わせた『７～８時台』が就学

前児童では 76.2％、小学生で 73.0％となっています。また、母親の帰宅時間は「18～19

時台」が多くなっており、就学前児童で 47.6％、小学生で 48.1％となっています。 

▼就労している母親が増加していることや、就労日数及び出勤・帰宅時間等を勘案する

と、定期的な教育・保育事業において平日の７時台～19 時台まで預けられることや土

曜日にも預けられる体制について検討していくことが重要です。 
 

【母親の就労状況（就学前・一部合算）】 【母親の就労状況（小学生・一部合算）】 

 

 

 

 

 
 

【母親の就労日数（一部合算・抜粋）】 【母親の出勤時間（一部合算・抜粋）】 

 

 

 

 

 

 

 

【母親の帰宅時間（一部合算・抜粋）】 
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（５）定期的な教育・保育事業の利用について 

平日の定期的な教育・保育事業を「利用している」家庭は 81.4％となっており、「利用して

いない」家庭は 17.6％となっています。 

⇒未利用者の利用していない理由をみると、「子どもがまだ小さいため（□□歳くらいにな

ったら利用しようと考えている）」（48.5％）と「利用する必要がない」（33.6％）が上位にあ

げられています。その一方で「利用したいが、保育所や幼稚園に空きがない」が 15.7％

となっています。 

▼事業の利用者だけでなく、未利用者を含めた保護者のニーズに合った教育・保育事業

になるよう、環境整備や待機児童対策等を検討していくことが大切です。 

⇒利用中の定期的な教育・保育事業をみると、「認可保育所」が 56.5％、「幼稚園」が

28.1％となっています。 

⇒今後利用したい定期的な教育・保育事業をみると、「認可保育所」が 62.2％、「幼稚園」

が 47.6％、「幼稚園の預かり保育」が 19.2％、「認定こども園」（＊９）が 18.4％となってい

ます。 

⇒保育所や幼稚園を選ぶ際に重視することをみると、「教育や保育の内容、質」が 50.0％、

「子どもを預かる時間」が 49.2％、「送り迎えに便利なところ」が 49.1％となっており、この

３つが上位にあげられています。 

⇒土曜日と日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望をみると、「ほぼ毎週利用

したい」と「月に１～２回は利用したい」を合わせた『利用したい』は、土曜日が 53.8％、

日曜日・祝日は 23.4％となっています。 

⇒幼稚園利用者の長期休暇中の利用希望をみると、「休みの期間中、ほぼ毎日利用した

い」と「休みの期間中、週に数日利用したい」を合わせた『休みの期間中も利用したい』

は 76.4％を占めています。 

▼平日の定期的な教育・保育事業の潜在的なニーズや土曜日・日曜日・祝日、長期休暇

中等、利用者の多様なニーズに対応できるよう、適切な量の見込みの設定及びそれに

基づいた各種事業の実施体制の整備、各種事業の質の向上等が求められています。 

【平日の定期的な教育・保育事業の利用状況】 【未利用者の利用していない理由（抜粋）】 

  

 

 

 

 

【定期的な教育・保育事業の利用状況・利用意向（抜粋）】 【保育所や幼稚園を選ぶ際に重視すること（抜粋）】 
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【土・日・祝日の利用希望】 【幼稚園利用者の長期休暇中の利用希望】 

  

 

 

 

 

 

（６）放課後の過ごし方について 

放課後の過ごし方で「放課後児童クラブ（学童保育）」の利用希望をみると、小学校低学

年時は、就学前児童で 58.9％、小学生で 39.8％となっており、小学校高学年時は、就学前

児童で 35.2％、小学生で 24.4％となっています。 

⇒小学校低学年時の希望と小学校高学年時の希望を比べると、「放課後児童クラブ（学童

保育）」の利用希望は減少しており、「自宅」や「塾や習い事」の希望が増加しています。 

⇒放課後児童クラブ（学童保育）の土曜日の利用希望をみると、「低学年の間は利用した

い」と「高学年になっても利用したい」を合わせた『利用したい』は、就学前児童で 54.5％、

小学生で 45.9％となっています。また、長期休暇中の利用希望をみると、『利用したい』

は就学前児童で 64.0％、小学生で 52.1％となっています。 

⇒放課後児童クラブ（学童保育）利用者の満足度をみると、「満足」と「やや満足」を合わせ

た『満足している』は 49.5％となっており、平成 25 年の調査と比較すると、9.5％増加し

ています。また、「不満」と「やや不満」を合わせた『不満である』は 21.3％となっており、

前回調査と比較すると 1.3％の増加となっています。 

▼子どもが放課後に過ごす場所として、放課後児童クラブは一定の役割を担っています。

今後も子どもの成長につながる事業として、保護者のニーズを反映しながら、事業内

容の整備・改善を図り、さらに充実していくことが求められます。 
 

【放課後の過ごし方（低学年時・抜粋）】 【放課後の過ごし方（高学年時・抜粋）】 

 

 

 

 

 

 

【土曜日の利用希望】 【長期休暇中の利用希望】 

  

 

 

 

 

  

44.0

73.6

20.2

3.7

33.6

19.7

2.2

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

土曜日
n=762

日・祝日
n=762

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい 月に１～２回は利用したい 無回答

23.0 47.1 29.3 0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前
n=174

利用する必要はない 休みの期間中、ほぼ毎日利用したい

休みの期間中、週に数日利用したい 無回答

36.6

21.3

17.9

24.6

40.1

43.2

5.4

10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前
n=464

小学生
n=183

低学年の間は利用したい 高学年になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

40.8

22.8

23.2

29.3

28.5

39.6

7.5

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前
n=762

小学生
n=447

低学年の間は利用したい 高学年になっても利用したい

利用する必要はない 無回答

43.4

30.2

58.9

61.7

41.6

39.8

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

塾や習い事

放課後児童クラブ

（学童保育）

就学前 n=762

小学生 n=447

63.9

50.4

35.2

65.1

53.2

24.4

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

塾や習い事

放課後児童クラブ

（学童保育）

就学前 n=762

小学生 n=447
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【放課後児童クラブ（学童保育）利用者の満足度（一部合算） 】 

 

 

 

 

 

 

（７）地域の子育て支援拠点事業について 

地域の子育て支援拠点事業の利用状況をみると、「総合子どもセンター『ゆめはーと寒

河江』」は 39.2％となっていますが、その一方で「利用していない」が 55.8％を占めています。 

⇒子育て支援事業の認知度をみると、「パパママスクール、離乳食教室、育児教室」が

83.3％となっているのを始め、多くの事業が６割以上の認知度となっています。一方、認

知度が低い事業として、「家庭教育に関する学級・講座」が 26.1％、「教育相談センタ

ー・教育相談室」が 37.8％となっています。 

⇒利用している事業については、どの事業も 50％を下回っており、認知度の高さが利用に

結びついていない状況といえます。 

⇒今後の利用意向については、どの事業も３～４割程度となっています。 

▼今後に向けては、認知度が低い事業は周知・啓発に取り組み、認知度向上に努める

必要があります。また、認知度を実際の利用に結びつけていくため、事業の実施状況

や内容について利用者ニーズを踏まえた検討を行い、利用しやすい環境を構築してい

くことが大切です。 
 

【地域の子育て支援拠点事業の利用状況（抜粋）】 【子育て支援事業の認知度・利用状況・利用意向】 

  

 

 

 

 

 

 

  

21.3

20.0

29.2

40.0

49.5

40.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年
n=216

平成25年
n=190

不満である ふつう 満足している

39.2

9.7

55.8

0% 20% 40% 60%

総合子どもセンター

「ゆめはーと寒河江」

その他寒河江市で実施している

類似の事業

利用していない

就学前 n=762

83.3

51.7

26.1

37.8

73.5

75.9

76.0

76.5

65.7

58.5

45.4

10.1

3.9

3.5

29.9

17.3

21.9

30.8

21.7

14.0

32.0

29.8

33.9

34.9

39.6

40.9

36.7

42.4

34.8

33.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パパママスクール、離乳食教室、

育児教室

保健所の情報・相談事業

家庭教育に関する学級・講座

教育相談センター・教育相談室

保育所や幼稚園の園庭等の開放

ハートフルセンターの

子育て支援相談窓口

市報の保健だよりのコーナー

保健師の育児相談

「ゆめはーと寒河江」の交流会

子育てサロン事業

認知度 n=762
利用している n=762
今後利用したい n=762
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（８）育児休業制度について 

育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」は母親で 53.9％、父親

が 2.0％となっています。一方、「取得していない」は母親で 11.8％、父親が 86.5％となって

います。 

⇒育児休業を「取得した（取得中である）」母親は、平成 25 年の調査と比較すると 12.9％

増加しています。 

⇒育児休業を取得していない理由をみると、母親では「職場に育児休業の制度がなかっ

た（就業規則に定めがなかった）」や「子育てや家事に専念するため退職した」、「職場

に育児休業を取りにくい雰囲気があった」、「仕事が忙しかった」等が上位にあげられて

おり、父親では「配偶者が育児休業制度を利用した」や「仕事が忙しかった」、「職場に

育児休業を取りにくい雰囲気があった」、「収入減となり、経済的に苦しくなる」、「配偶者

が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった」等が上

位にあげられています。 

⇒育児休業給付と社会保険料免除の仕組みの認知状況をみると、「育児休業給付、保険

料免除のいずれも知っていた」が 39.8％となっているのに対して、「育児休業給付、保

険料免除のいずれも知らなかった」は 21.3％となっています。 

▼安心して出産・育児ができるよう、育児休業を取得しやすい職場環境の整備に関する

周知・啓発に努めるとともに、経済的な不安を解消するための公的支援制度について

も周知を図っていくことが重要です。また、希望する時期に育児休業から復帰できるよ

う教育・保育事業の受入れ体制等の整備を図ることや、父親の育児参加を促進してい

くことも大切です。 
 

【母親の育児休業制度の利用状況】 【父親の育児休業制度の利用状況】 

  

 

 

 

 

 

【育児休業を取得していない理由】 【支援制度の認知状況】 

  

 

 

 

 

 

 

  

32.4

38.5

53.9

41.0

11.8

18.0

1.8

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年
n=762

平成25年
n=782

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない 無回答

1.3

0.9

2.0

0.8

86.5

79.8

10.2

18.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年
n=762

平成25年
n=782

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない 無回答

16.7

14.4

10.0

0.0

4.4

18.9

22.2

24.0

25.2

21.7

31.9

20.2

0.3

6.1

0% 20% 40%

職場に育児休業を

取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

収入減となり、経済的に苦しくなる

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみて

もらえるなど、制度を利用する必要がな

かった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

母親 n=90

父親 n=659

39.8 36.4

0.9

21.3 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前
n=762

育児休業給付、保険料免除のいずれも知っていた

育児休業給付のみ知っていた

保険料免除のみ知っていた

育児休業給付、保険料免除のいずれも知らなかった

無回答
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３．事業者アンケートからみる現状 

３－１．事業の問題点・課題と取組 

（１）子どもに関する問題点・課題と取組 

ライフスタイルの多様化や結婚観、子育てに関する考え方まで、これまでにない様々な

価値観がみられるため、子どもと保護者の親子関係についても、これまでにないスタイルへ

の対応が求められています。個別に支援を必要とする子どもの増加については、人員を配

置する等の対策が採られており、親子関係等については、保護者との対話を通じた情報共

有等に取り組まれています。 

人員の問題や様々なケースへの対処については、事業所の運営に深く関わってくる問

題でもあり、研修や人材育成、人材募集等での支援が望まれます。 

 

（２）研修等の人材育成に関する問題点・課題と取組 

職員数に余裕がある事業所は少なく、通常業務と研修の両立に苦心している事例が散

見されました。保育の質の向上のためには、研修等による人材の育成が必要ですが、育成

に要する時間の確保が課題となっています。また、職員全員での研修が望まれていますが、

現実的には難しいため、研修を受けた職員による情報共有等で、研修内容の浸透を図る

等の工夫がみられます。 

業務に支障をきたさない研修方法や情報共有についての支援等、新たな取組の検討が

必要だと考えられます。 

 

（３）職員の福利厚生や待遇に関する問題点・課題と取組 

時間外労働の削減、臨時職員の待遇改善等の課題は、人員不足によるところが大きく、

人材不足がここでも深く関わっています。各事業所は、働きやすい職場環境づくりに向けて

努力されていますが、福利厚生や待遇改善に向けた支援についても、検討していくことが

望まれます。 

 

（４）事業運営に関する問題点・課題と取組 

人員確保の問題が多くの事業所で指摘されています。子ども、研修、職場環境等すべて

に関わる問題として、人員の不足が根底にあり、人材採用と人材育成の問題は最も重要な

課題だといえます。現状では、ハローワークや知り合いからの紹介等で採用を行い、有資

格者の応募がない場合には無資格者やパートで対応されています。 
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３－２．事業を実施する際の連携・協働 

事業を実施する際の連携・協働については、地域の学校や施設等の訪問・利用を通じて、

体験学習や各種教室、研修等が行われています。 

連携・協働する際に重要・必要なこととしては、目標や目的の共有、お互いの信頼関係

があげられています。その他としては、「情報の共有」「計画的な実施」等があり、お互いの

共通認識のもとに、計画的な事業とすることが重要となっています。 

幼稚園や保育所の目標等を広く伝え、地域の関係機関との連携が円滑に進むよう、広

報活動等で支援していくことが考えられます。 

 

３－３．市の子育て支援について 

市の子育て支援について、有効・効果的と感じている取組としては、保育料の無償化や

医療費の無料化が多くあげられています。 

その他、有効・効果的と感じている取組としては、通常保育以外の各種サービスが、それ

ぞれ効果的な取組であるとされています。 
 

＜有効・効果的と感じている取組＞ 

○保育料の無償化 ○医療費の無料化 ○延長保育 

○土曜日の普通保育 ○一時保育 ○病児保育 

○ファミリー・サポート・センター事業（＊10） ○学童保育 

○相談機能の充実 ○施設の充実  

○保育士を対象とした研修会への支援 ○障がい児保育 

○巡回相談 ○土日利用の厳格化  

 

今後取り組んでもらいたいこととしては、遊び場の確保や遊具の充実がみられました。子

どもの居場所の確保として取り組む必要がある課題だと考えられます。 

また、幼児教育・保育の無償化に伴う副食費滞納への対処については、新しく発生する

課題ですので、施設等利用給付の円滑な実施の確保に向けた体制の整備が求められます。 
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４．第１期計画の振り返り 

基本目標１ 子どもが健やかに育つまちづくり 

子どもが健やかに育つまちづくりとして、妊産婦への支援を通じて安心して子どもを産み

育てられる環境の構築に努めるとともに、様々な状況にある子どもの成長・発達に向けた相

談・情報提供等の支援や保護者等への子育て知識の周知啓発等に努めてきました。 

今後に向けては、様々な環境整備や相談・情報提供、関係機関等との連携強化等を通

じて、母子保健や育児に関する困難・不安の解消等、子どもの健やかな成長につながる支

援をより一層推進していくことが重要です。 

 

基本目標２ 子育てと仕事の両立を支援するまちづくり 

子育てと仕事の両立支援のまちづくりとして、入所定員の増加や質の向上等、教育・保

育の充実を図ってきました。また、地域子ども・子育て支援事業として、関係機関・団体等と

連携・協働して様々な事業を展開してきました。 

今後に向けては、利用の多いサービスについては、多様なニーズに対応できる体制づく

り等が重要となる一方で、利用が少ないサービスについては、周知啓発による認知度向上

等が重要となります。加えて、利用者の多寡によらず、適切な運営ができる体制の構築も求

められます。 

 

基本目標３ 子育てを地域全体で支えるまちづくり 

子育てを地域全体で支えるまちづくりとして、相談体制の充実や多様な状況の子ども・家

庭への支援の充実、遊び場・交流の場の整備や子どもの安全確保等に努めてきました。そ

の結果、様々な関係機関や団体等との連携強化が図られることで適切な支援が実施される

とともに、高校３年生までの医療費無料化等の経済的な支援や公園の整備、安全・防犯対

策等が実施されてきました。 

今後に向けては、評価の高いサービスを継続していくことに加えて、関係機関・団体等と

の連携の更なる強化や職員体制の強化及び質の向上等に努めていくことが大切です。 
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５．本市の子ども・子育てについて 

●社会情勢の変化への対応 

本市では人口減少及び少子高齢化が続いており、今後もこうした傾向が続くことが予想

されています。そのため、子どもの人口も減少が続くと見込まれます。また、年々、ひとり親

世帯も増加してきており、子ども・子育てに対するニーズはより多様化していくものと考えら

れます。 

こうした状況を踏まえ、多様なニーズに応えられる子育て支援を実施していけるよう、庁

内及び関係機関・団体、事業者等との情報共有体制や連携の強化に努めていくことが重

要です。 

 

●情報提供・相談体制の充実 

本市における子ども・子育て支援は多種多様な取組が展開されています。保護者が必要

とする支援を適切なタイミングで受けることができるよう、様々な子育て支援の取組に関する

情報提供体制の充実を図るとともに、相談窓口の周知・啓発や気軽に相談できる体制づく

りに努めていくことが大切です。 

 

●多様なニーズに対応できる保育・教育環境の整備・充実 

本市では就労している母親が増加しており、長時間及び土曜日・日曜日等の保育・教育

ニーズが低くありません。また、幼児教育・保育の無償化が実施されたことから、潜在的な

需要の掘り起こしが想定されるため、利用希望者がこれまで以上に増加することも考えられ

ます。さらに、新・放課後子ども総合プランへの対応として、放課後児童クラブ等の充実も必

要です。これらのことを踏まえ、保護者の多様なニーズに対応できる保育・教育環境を整備

していくことが求められています。 

保育・教育環境の整備に際しては、サービスを提供する事業所の人材確保や質の向上

も重要であることから、人材の確保・育成等に対する支援の充実を図ることも大切です。 

 

●就労している保護者への支援の充実 

女性の労働力率は年々上昇しており、いわゆるＭ字カーブのへこみが減少してきていま

すが、「未婚」と「有配偶」を比較すると“25～39 歳”の差が大きい状況がうかがえます。また、

育児休業を取得した母親の割合は以前に比べれば多くなっているものの、未取得の母親も

少なくなく、育児休業の制度がない又は取りにくいといった声もあげられています。 

ワーク・ライフ・バランスや男女共同参画の考え方を踏まえて、保護者が多様な働き方を

選択でき、子育てと仕事の両立ができる環境となるよう、企業等に働きかけることが重要で

す。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 
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１．基本理念 

子ども・子育て支援は、次代を担う子どもたちの成長と子育てを社会全体で支援し、社会

を構成する一人ひとりが子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深めることで、

安定した家庭を築き、安心して子どもを産み育て、子どもの成長に喜びを感じることができ、

親も子も心身ともに健やかに成長できる社会の実現を目指しています。 

本市は、「さがえっこすくすく宣言」に基づいて、「みんなが手を取り合い、社会全体で子

育てを支えるまち」を目指して、様々な取組を実施してきています。 

本計画の上位計画である「第６次寒河江市振興計画」においても、基本政策の一つとし

て「子どもがすくすく育つまち」を掲げて、さがえっこが元気で大きな夢を持ち実現できるま

ちを目指しています。また、第１期計画においても、「さがえっこすくすく宣言」の具現化を目

指して、様々な取組を推進してきました。 

こうした考え方や取組を継承し、本計画では第１期計画の基本理念「安心して子どもを産

み育てられ、子どもがすくすくと育つまち寒河江」を引き継いで、保護者や家庭が子育てに

ついて愛情をもって主体的な責任を果たし、子育ての権利を享受することができるよう、子

育てに対する負担や不安、孤立感を和らげる等、子育てを地域全体で支えるまちづくりを

通じて、保護者が安心して子どもを産み育てられ、すべての子どもが健やかにすくすくと育

つ環境づくりを推進します。 

そして、親としての自覚と責任感を高められるよう支援し、子育てや子どもの成長に喜び

や生きがいを感じるとともに、より良い親子関係を形成することができるような支援や仕事と

育児の両立支援、地域で子どもや子育てを見守り支えあうこと等を通じて「さがえっこすくす

く宣言」の具現化を目指して、引き続き取り組んでいきます。 
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２．基本目標 

基本目標１．子どもが健やかに育つまちづくり 

安心して子どもを産み、健やかに育てられるよう、妊娠・出産・育児にわたる切れ目のな

い支援を行うとともに、子育てに関する学習機会の充実を図ります。また、すべての子ども

の心身ともに健やかな成長・発達のための支援の充実に努めます。 

 

基本目標２．子育てと仕事の両立を支援するまちづくり 

子育てをする保護者が柔軟な働き方を選択でき、安心して就労できるよう、教育・保育の

充実や地域子ども・子育て支援事業の充実を図ります。 

 

基本目標３．子育てを地域全体で支えるまちづくり 

子どもと子育て家庭をめぐる問題は多様化しているため、そのニーズに合わせた適切な

支援や負担の軽減を図り、子どもと子育て家庭を地域ぐるみで支える環境の整備に努めま

す。 

 

重点的な取組項目 

本市の現状やニーズ調査、第１期計画の取組評価等からみえた状況を踏まえ、本計画

を推進していくうえで重点的に取り組むべき項目を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点的な取組項目１】積極的な情報発信 

教育・保育事業では、子ども・子育てに関する様々なサービスが提供されていることから、

まずは、現行サービスや事業の認知度向上及び活用機会の拡大を目指して、様々な機会

をとらえた積極的な情報発信に努めます。 

  

社会情勢の変化への対応 

情報提供・相談体制の充実 
就労している保護者への 

支援の充実 

多様なニーズに対応できる 
保育・教育環境の整備・充実 
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【重点的な取組項目２】気軽に相談できる体制づくり 

ライフスタイルの多様化等の社会情勢に対応していくためにも、利用者の声を積極的に

聞き、問題点や対応策を考えていくことが重要になります。また、相談でのコミュニケーショ

ンは、子育ての悩みや不安の軽減、サービス利用の促進にもつながっていくため、多様な

利用者との接点を活用して、気軽に相談できる体制づくりを推進します。 

 

【重点的な取組項目３】子育てに関わる人材の確保と育成 

子育て支援サービスの提供や利用者とのコミュニケーションには、専門的な知識や経験

を持つ人材が欠かせません。そのため、教育・保育環境の整備には人材が重要であるとの

認識に立ち、各関係機関との連携のもと、幅広い人材の確保と十分な育成による質の向上

に努めます。 
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３．施策の体系 

 

 
 

 

基本目標１．子どもが健やかに育つまちづくり 
  

 １．妊娠期からの切れ目のない支援 
   

 ２．子どもの健やかな成長・発達への支援 
  

 ３．子育てに関する学習機会の充実 

   

基本目標２．子育てと仕事の両立を支援するまちづくり 
  

 １．幼児期の学校教育・保育提供区域の設定 
   

 ２．教育・保育給付の充実 
  

 ３．地域子ども・子育て支援事業の充実 

   

基本目標３．子育てを地域全体で支えるまちづくり 
   

 １．子育てに関する相談体制の充実 
  

 ２．児童虐待の防止 
  

 ３．ひとり親家庭支援の充実 
  

 ４．障がいのある子どもへの支援の充実 
  

 ５．子育て世帯への支援充実 
  

 ６．ワーク・ライフ・バランスの確保 
  

 ７．遊び場、交流の場の整備 
  

 ８．子どもの安全確保 
   
 

【基本理念】安心して子どもを産み育てられ、子どもがすくすくと育つまち寒河江 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 施策の展開 
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基本目標１．子どもが健やかに育つまちづくり 

１．妊娠期からの切れ目のない支援 

１－１．思春期を対象とする事業 

【取組内容】 

高校生が、乳児やその親とふれあい命の尊さを実感することにより、父性や母性を養い、

将来の望まれた妊娠・出産につなぐため、３か月児健康診査事業に合わせ「赤ちゃんふれ

あい体験事業」を実施するとともに、命・性の問題や生活習慣病予防・食習慣等について健

康教育を推進しています。 

 

【今後の方向性】 

「赤ちゃんふれあい体験事業」の実施に当たっては、今後も引き続き実施高校との連携

を図り、充実した内容にしていくよう努めます。 

また、子どもが思春期における身体の変化や健康を意識しながら成長していくことが大切

であり、生活習慣病の予防や食習慣、10 代における命・性の問題等に関して、庁内の健康

部門だけでなく、小中学校や高校の学校保健委員会や養護教諭との連携・情報共有に努

め、健康の知識の普及を図ります。 

 

【思春期を対象とする事業の実績値と計画値】 

 平成 30年度 令和６年度 

赤ちゃんふれあい体験学習事業 市内高校 継続 

学校保健委員会に参加する数 市内小中学校 13校 継続 

 

 

１－２．妊産婦を支援する事業 

（１）妊婦健康診査（＊11）事業 

【取組内容】 

妊婦健康診査については、母子保健法上、望ましい受診回数は 14 回とされており、本

市においても一般健康診査を 14 回に増やし、さらに、子宮頸がん検診・ＨＴＬＶ－１抗体検

査・性器クラミジア抗原検査・超音波検査を追加して実施しています。また、県外の医療機

関受診者に対しても償還払いで対応する等、受診しやすい環境づくりに努めています。 

平成 30 年度からは妊婦歯科健診を実施し、妊娠期から歯・口腔の健康についての意識

付けを行っています。 
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【妊婦健康診査事業の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

受診者数 4,591人 5,147人 4,509人 4,513人 

※年間延べ受診者数 

 

【今後の方向性】 

今後も引き続き、母子手帳交付時等に妊婦健診の必要性及び適正な時期について、あ

らゆる機会をとらえて周知・啓発に努めていきます。また、妊婦の健康の保持・増進を図るた

め、健康状態の把握、保健指導を実施するとともに、必要な医学的検査を適時実施します。 

 

【妊婦健康診査の年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需要の見込み 5,400人 5,400人 5,400人 5,400人 5,400人 

提供体制 5,400人 5,400人 5,400人 5,400人 5,400人 

過不足 0人 0人 0人 0人 0人 

※年間延べ利用人数 

 

（２）総合的な支援・産後ケア（＊12）事業・健康相談・健康教育・さがえこうのとり

応援事業 

【取組内容】 

①総合的な支援 

妊娠期から子育て期までの切れ目のない総合的な支援を実施するため、「寒河江型ネウ

ボラ」として、妊産婦が抱える不安や悩みを解消し、安心して出産・子育てができるよう関係

機関とも連携しながら本市独自の支援体制を展開しています。 

 

②産後ケア事業 

産後の心身の回復に不安のある産婦や、育児に不安のある産後３か月未満の乳児とそ

の母親を対象に、育児手技や授乳指導等の支援を受けながら、心身の休養と育児不安や

負担の軽減を図る目的で、市内の産婦人科医療機関の協力を得て、ショートステイ（宿泊）

やデイサービス（日帰り）を行っています。 
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【産後ケア事業の実績値（平成 28年度から事業開始）】 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

デ
イ 

サ
ー
ビ
ス 

（
日
帰
り
） 

利用実人数 2人 6人 3人 

利用延べ日数 2日 8日 4日 

シ
ョ
ー
ト 

ス
テ
イ 

（
宿
泊
） 

利用実人数 1人 6人 15人 

利用延べ泊数 5泊 23泊 50泊 

提供体制 医療機関委託 

 

③健康相談 

保健師等が母子手帳交付時や訪問指導・乳幼児健診受診時、来所相談・電話相談等

のあらゆる機会をとらえ、妊娠・出産・育児に関する相談を行い、母子の不安軽減に努めま

す。母子手帳交付時には、「母子手帳交付時アセスメント票」により家族状況や妊婦の既往

歴、協力者の有無等の情報をアセスメントし、ハイリスク妊婦（＊13）を早期に発見し、妊娠・

出産に係るサービスにつなぐ等の支援を行っています。 

また、医療機関から毎月報告される妊婦健康診査受診票により、未受診者や指導の必

要な妊婦を早期に発見し、訪問指導や受診勧奨に努めています。 

 

【健康相談の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

妊娠届出者数 292人 286人 290人 287人 

妊
婦
健
康

相
談 

総数  408人 439人 479人 

経観 
対象者数 

 59人 55人 66人 

※妊婦健康相談の平成 27年度は集計方法が違うため実績値なし 
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④健康教育（パパ・ママスクール、母乳育児準備講座等） 

妊娠・出産・育児について夫婦で理解を深め知識を習得していくことが重要であることか

ら、体験学習や助産師の講話等を取り入れた「パパ・ママスクール」を開催し、父性・母性を

育む支援を行っています。 

母子健康手帳交付時や家庭訪問、乳幼児健康診査の場をとらえ、妊娠中・育児中の喫

煙や受動喫煙の防止について、情報提供や保健指導を行い、その徹底に努めています。 

 

【健康教育の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

パ
パ
・
マ
マ 

ス
ク
ー
ル 

開催回数 6回 6回 6回 6回 

延べ参加者数 67人 156人 161人 150人 

母
乳
育
児 

準
備
講
座 

開催回数    3回 

延べ参加者数    23人 

※母乳育児準備講座は平成 30年度から実施 

 

⑤さがえこうのとり応援事業 

特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けている夫婦に対し、治療費の一部、一般不

妊治療のうち人工授精の治療の一部、また、平成 31 年度からは不育症に係る治療費の一

部を助成し、経済的負担の軽減を図っています。加えて、特定不妊治療に係る男性不妊治

療についても助成事業を実施しています。 

 

【さがえこうのとり応援事業の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

特定不妊治療 43件 25件 14件 26件 

一般不妊治療    11件 

不育症     

※年間申請件数、一般不妊治療は平成 30年度から実施 
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【今後の方向性】 

総合的な支援、産後ケア事業、健康相談、健康教育、さがえこうのとり応援事業について

は、これまでと同様に実施していきます。 

今後も妊娠・出産・育児に関する悩み等に対し、子育て世代包括支援センターの母子保

健コーディネーター（助産師や保健師）が不安や悩みを傾聴し相談支援を行っていきます。

その中で必要に応じて、関係機関との連絡調整や産後ケアサービスの情報提供と利用の

手続き等、個々人に合った支援を妊娠期から子育て期まで切れ目なく継続して行い、安心

して子どもを産み育てていける環境の整備に努めます。 

 

 

２．子どもの健やかな成長・発達への支援 

２－１．乳幼児を支援する事業 

（１）乳児家庭全戸訪問事業（＊14） 

【取組内容】 

乳児がいるすべての家庭を訪問し、乳児及びその保護者の心身の状況並びに養育環

境の把握を行い、子育てに関する相談支援・育児に関する情報提供を行うとともに、支援が

必要な家庭に対しては適宜適切なサービスの提供に結びつける等の支援を行っています。 

 

【乳児家庭全戸訪問事業の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

新
生
児 

訪
問 

実人数 27人 66人 121人 100人 

延べ人数 29人 69人 121人 100人 

乳
児
訪
問 

実人数 298人 223人 164人 229人 

延べ人数 319人 234人 200人 316人 

合
計 

実人数 325人 289人 285人 329人 

延べ人数 348人 303人 321人 416人 

 

【今後の方向性】 

今後も引き続き、保健師による新生児訪問事業の一環として実施します。子育て支援に

関する情報提供を行うとともに養育環境を把握し、必要に応じて関係機関での早期対応に

つながるよう体制の整備を進めます。 
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【乳児家庭全戸訪問事業の年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需要の見込み 270人 260人 255人 250人 245人 

提供体制 270人 260人 255人 250人 245人 

過不足 0人 0人 0人 0人 0人 

※年間訪問予定人数 

 

（２）養育支援訪問事業（＊15） 

【取組内容】 

乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業等から、養育支援を特に必要とす

る家庭の児童及びその養育者に対し、訪問支援によって、養育に関する専門的な相談・助

言等を行っています。出産前で特に支援が必要と認められる妊婦に対しても同様の支援を

行っています。 

 

【養育支援訪問事業の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

訪
問
件
数 

実人数 22人 41人 86人 75人 

延べ人数 43人 55人 125人 120人 

 

【今後の方向性】 

乳児家庭全戸訪問事業との密接な連携のもと、子育て支援ネットワーク（要保護児童対

策地域協議会（＊16））の実務者会議等を活用しながら、特定妊婦（＊17）や要支援児童へ

の適切な指導及び支援を行います。 

 

【養育支援訪問事業の年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需要の見込み 30人 30人 30人 30人 30人 

提供体制 30人 30人 30人 30人 30人 

過不足 0人 0人 0人 0人 0人 

※年間延べ人数 
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（３）乳幼児健康診査・健康教育・健康相談 

【取組内容】 

①乳幼児健康診査 

子どもの疾病の早期発見及び発育発達の確認、育児不安の軽減等、育児支援を目的と

して、３か月児、９か月児、１歳６か月児及び３歳児を対象に実施しています。未受診児につ

いては、家庭訪問や来所相談等、個別支援の充実に努めています。 

また、小児科医師・歯科医師・保健師・歯科衛生士・栄養士・臨床心理士等の専門スタッ

フを活用し、多角的な支援を行っています。 

 

【乳幼児健康診査の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

３
か
月
児 

健
診 

対象児数 331人 285人 281人 293人 

受診児数 
（受診率） 

322人 
（97.3％） 

281人 
（98.6％） 

279人 
（99.3％） 

288人 
（98.3％） 

９
か
月
児 

健
診 

対象児数 300人 330人 295人 276人 

受診児数 
（受診率） 

288人 
（96.0％） 

317人 
（96.1％） 

286人 
（96.9％） 

273人 
（98.9％） 

１
歳 

６
か
月
児 

健
診 

対象児数 333人 329人 291人 296人 

受診児数 
（受診率） 

330人 
（99.1％） 

319人 
（97.0％） 

283人 
（97.3％） 

295人 
（99.7％） 

３
歳
児 

健
診 

対象児数 360人 339人 336人 331人 

受診児数 
（受診率） 

348人 
（96.7％） 

332人 
（97.9％） 

335人 
（99.7％） 

328人 
（99.1％） 

 

②健康教育（育児教室）／健康相談（育児相談） 

育児に関する不安や悩みの解消、親同士の交流や情報交換の場として、定期的な育児

教室や育児相談を実施し、育児全般の知識の普及とともに、特に乳幼児期に大切な事故

防止や感染症予防の知識の普及・充実に努めています。 

健康相談では、電話や来所相談に随時対応するとともに、家庭訪問や健康診査等の機

会をとらえ育児全般の知識の普及と相談窓口の情報提供及び周知を図っています。 
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【健康教育の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

育
児
教
室 

開催回数 4回 4回 3回 10回 

延べ参加者数 55人 64人 54人 92人 

離
乳
食 

教
室 

開催回数 6回 12回 12回 12回 

延べ参加者数 47人 89人 94人 94人 

産
後 

セ
ル
フ
ケ
ア 

講
座 

開催回数    5回 

実参加者数    110人 

※産後セルフケア講座は平成 30年度から実施 

 

【健康教育／健康相談の実績値（ゆめはーと委託事業（育児関連））】 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

子育て相談 45人 174人 117人 

子ども夏祭り 390人 319人 180人 

赤ちゃんの日 210組 40組 39組 

ベビープログラム（＊18）  28組 39組 

子育て支援食育教室 162人（77組） 206人（97組） 146人（68組） 

人形劇・コンサート等 422人 276人 226人 

出前子育てサロン  
476人 

（240組） 
398人 

（189組） 

※年間延べ参加者数。市の委託事業 

※ベビープログラム・出前子育てサロンは平成 29年度から委託実施 
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【健康相談の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

保
健
師 

育
児
相
談 

開催回数  12回 12回 17回 

延べ 
参加者数 

 60人 102人 52人 

お
や
こ 

相
談 

開催回数 6回 8回 9回 9回 

延べ 
参加者数 

15人 20人 21人 20人 

電話相談・窓口相談 
延べ人数 

 322人 424人 473人 

※保健師育児相談の平成 27年度は集計方法が違うため実績値なし 

 

【今後の方向性】 

①乳幼児健康診査 

子どもの疾病の早期発見・発育発達の確認、育児不安の軽減を目的として、３か月児、９

か月児、１歳６か月児及び３歳児を対象に更なる受診率の向上に努めます。また、未受診

児については、家庭訪問や来所相談等、個別支援の充実に努めます。加えて、臨床心理

士等、栄養士、保育士等の専門スタッフを活用し、多角的な支援を行っていきます。 

平成 31 年度より、新生児聴覚検査助成事業を実施しており、今後も引き続き、軽度難聴

児の早期発見・早期治療を図ることを目的として行っていきます。 

 

②健康教育（育児教室）／健康相談（育児相談） 

育児に関する不安や悩みの解消、親同士の交流や情報交換の場として、定期的な育児

教室や育児相談を実施し、育児全般の知識の普及とともに、特に乳幼児期に大切な事故

防止や感染症予防の知識について一層の普及・啓発に努めます。 

ハートフルセンターの健康相談窓口では、電話や来所の相談に随時対応するとともに、

「ゆめはーと寒河江」と連携し、保健師が定期的な相談支援を行います。また、家庭訪問や

健康診査等の機会をとらえ、相談窓口の情報提供及び周知を図っていきます。 
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２－２．発達支援（＊19）を要する子どもに関する連携体制の充実 

【取組内容】 

乳幼児健康診査の結果、言語発達や多動等の行動面で経過観察が必要な幼児の増加、

保育所や幼稚園においては、コミュニケーションがうまく取れず、集団生活が困難な幼児が

増加しています。 

乳幼児健康診査時の臨床心理士等の相談や健診結果を踏まえ、保健師による定期的

な育児相談のほか、言語発達やコミュニケーションに課題がある幼児とその保護者を対象

に、臨床心理士による個別相談を実施しています（おやこ相談）。 

また、保育所及び幼稚園等と連携し、支援方法等の情報共有を行い、必要に応じて園

や子ども家庭支援センター（＊20）、相談支援事業所等と連携して療育支援に努めていま

す。 

なお、療育を必要とする乳幼児が、適切な時期に相談や発達検査、訓練が受けられるよ

うに専門機関等の相談窓口の周知を図り、療育に関する情報提供を行うとともに、児童相

談所や療育訓練センター等の専門機関との連携強化を図っています。 

 

【今後の方向性】 

今後も、乳幼児健康診査の充実を図るとともに、言語発達やコミュニケーションに課題が

ある幼児とその保護者を対象とした臨床心理士等による個別相談を実施していきます。（お

やこ相談） 

保育所及び幼稚園等を訪問し、健康診査で経過観察が必要な子どもや園で気になる子

どもの健康観察・情報交換を行い、園や子ども支援センター、相談支援事業所等と連携し

て療育支援に努めます。療育を必要とする乳幼児が、適切に相談や発達検査、訓練が受

けられるように専門機関等の相談窓口の周知を図り、療育に関する情報提供を行います。

児童相談所や子ども医療療育センター等の専門機関との連携を強化していきます。 

 

２－３．歯科保健事業 

【取組内容】 

乳幼児期は歯口清掃や食習慣等の基本的歯科保健習慣を身につける時期として非常

に重要であり、生涯を通じた歯の健康づくりに対する波及効果も高いことから、乳幼児健康

診査事業に合わせ、歯科検診やむし歯予防に関する情報の提供・ブラッシング指導を行い、

家庭において保護者等が効果的な歯と口腔の健康づくりに取り組めるよう情報提供に努め

ています。加えて、１歳６か月児健診・２歳児２歳６か月児歯科検診・３歳児健診・歯科無料

検診等で、希望者に対し、フッ素塗布の機会を提供しています。 

また、妊娠期からむし歯予防の知識を普及啓発するために妊婦歯科健診の導入を図る

とともに、母親だけでなく、子どもを取り巻く周囲の大人が歯の健康づくりの必要性を認識で

きるよう、祖父母学級や市報等を活用して普及啓発に努めています。 

さらに、歯科医院での継続的なフッ素塗布を勧奨するため、１歳６か月健診時に１年間有

効の無料フッ素塗布券を交付するとともに、むし歯予防の普及啓発に努めています。  
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【各乳幼児健診歯科検診の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

１
歳 

６
か
月
児 

健
診 

対象児数 333人 329人 291人 296人 

受診児数 
（フッ素塗布実施率） 

330人 
（99.1％） 

319人 
（97.0％） 

283人 
（97.3％） 

295人 
（99.7％） 

２
歳
児 

ピ
カ
ピ
カ 

歯
科
検
診 

対象児数 326人 340人 327人 586人 

受診児数 
（フッ素塗布実施率） 

267人 
（81.9％） 

290人 
（85.3％） 

266人 
（81.3％） 

431人 
（73.5％） 

３
歳
児 

健
診 

対象児数 360人 339人 336人 331人 

受診児数 
（フッ素塗布実施率） 

348人 
（96.7％） 

332人 
（97.9％） 

335人 
（99.7％） 

328人 
（99.1％） 

※２歳児ピカピカ歯科検診は、平成 30年度より従来の２歳６か月児に加え、２歳児を対象として実施 

 

【今後の方向性】 

妊娠期からむし歯予防に関する知識の普及啓発のために妊婦歯科健診を導入しました

が、受診率が低いため、さらに受診勧奨を行っていきます。また、むし歯予防の知識の普及

とブラッシング指導も引き続き行っていきます。 

乳幼児期は歯口清掃や食習慣等の基本的な歯科保健習慣を身につける時期として非

常に重要であり、生涯を通じた歯の健康づくりに対する波及効果も高いことから、乳幼児健

康診査事業に合わせ、歯科検診・フッ素塗布・ブラッシング指導を行い、家庭において保護

者等が効果的な歯と口腔の健康づくりに取り組めるよう情報提供に努めます。 

また、継続的なフッ素塗布等のむし歯予防の普及啓発は、今後も引き続き実施していき

ます。 
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２－４．予防接種事業 

【取組内容】 

定期予防接種（＊21）助成及び任意予防接種（＊22）助成として、接種費用の全部又は

一部を助成し、予防接種法に基づき、適正かつ安全に予防接種を実施しています。 
 

【定期予防接種の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

四種混合 
初回 991件 859件 848件 862件 

追加 321件 331件 297件 308件 

二種混合 ２期 356件 329件 331件 365件 

麻しん・
風しん 
混合 

１期 305件 320件 295件 305件 

２期 310件 337件 339件 346件 

日本脳炎 

１期初回 684件 709件 770件 825件 

追加 326件 330件 411件 544件 

２期 268件 324件 459件 540件 

ＢＣＧ 329件 289件 283件 292件 

Ｈｉｂ 1,295件 1,200件 1,118件 1,168件 

小児肺炎球菌 1,288件 1,177件 1,116件 1,160件 

水痘 652件 615件 563件 604件 

Ｂ型肝炎  470件 845件 877件 

子宮頸がんワクチン 2件 2件 6件 0件 

※年間延べ接種件数 
 

【今後の方向性】 

乳幼児健康診査等の機会を活用した個別勧奨のほか、各関係機関と連携を図りながら

未接種者に接種勧奨を実施し、接種率の向上に努めます。 

また、ワクチン開発等により、接種できる任意の予防接種が増えてきていることから、家庭

訪問や乳幼児健康診査等の機会をとらえて情報の提供を行い、接種率の向上を図ってい

きます。  
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３．子育てに関する学習機会の充実 

３－１．育児教室等の充実 

【取組内容】 

育児に対する不安を解消し、子どもの健やかな発育・発達、疾病予防、離乳食等の栄養

について、正しい知識の、情報を提供するための育児教室、離乳食教室を開催しています。

また、初めて祖父母になる方を対象に、最近の育児に関する情報提供や沐浴実習等を内

容とした祖父母学級を開催しています。 

なお、育児教室については健康づくりから仲間づくりまで幅広い目的で実施しています

が、仲間づくりを主たる目的とした事業については総合子どもセンター「ゆめはーと寒河江」

で、それ以外の専門的な知識の普及を行う教室については行政で行う等、連携して効率的

に実施しています。 

 

【祖父母学級の実績値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

祖
父
母 

学
級 

開催回数 4回 4回 4回 4回 

延べ参加者数 21人 24人 20人 14人 

※健康教室の実績値については、２－１（３）②を参照 

 

【今後の方向性】 

育児教室等の開催日について、参加しやすい日時を参加者とともに考えながら、設定し

ていくよう努めます。また、乳幼児訪問や健診の機会及びホームページ等を活用し、教室

等の開催に関する周知徹底に努め、参加者の増加を図っていきます。 
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基本目標２．子育てと仕事の両立を支援するまちづくり 

１．幼児期の学校教育・保育提供区域（＊23）の設定 

子ども・子育て支援事業計画においては、「需要の見込み」及び「確保の方策」を設定す

る単位として、地域の実情に応じて保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な

区域（「教育・保育提供区域」）を設定するよう定められています。 

 

本市では、人口規模や交通事情及び各種サービスの利用状況等を踏まえ、市全域を一

つの教育・保育提供区域と設定します。 

 

 

２．教育・保育給付の充実 

２－１．教育施設（幼稚園、認定こども園） 

【取組内容】 

私立幼稚園が２か所あり、各法人の教育理念に基づき、就学前の児童を対象とした特色

ある学校教育が行われており、本市において重要な役割を担っています。各施設と連携し

ながら、教育の質の向上を図っています。 

また、２園が新制度の対象施設（施設型給付（＊24））として確認を受ける意向があるため、

これを支援しています。 

 

【教育施設の実績値と計画値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

実
績
値 

教育施設 1人 33人 38人 39人 36人 

確認を受けな
い幼稚園 

471人 426人 402人 392人 346人 

合計 472人 428人 406人 395人 348人 

計
画
値 

教育施設 0人 30人 42人 30人 30人 

確認を受けな
い幼稚園 

500人 420人 420人 420人 420人 

合計 500人 450人 462人 450人 450人 

※各年度４月１日現在利用児童数 
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【今後の方向性】 

幼児教育・保育の無償化が実施されたため、施設と連携しつつ、制度の適切な実施を支

援していきます。また、認定こども園への移行希望があるときは、これを支援していきます。 

 

【教育施設の年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需
要
の
見
込
み 

１号認定（＊25） 262人 257人 248人 247人 240人 

２号認定（＊26） 95人 94人 90人 90人 87人 

合計 357人 351人 338人 337人 327人 

提
供
体
制 

幼稚園・ 
認定こども園 

450人 435人 435人 435人 435人 

確認を受けない
幼稚園 

0人 0人 0人 0人 0人 

合計 450人 435人 435人 435人 435人 

過不足 93人 84人 97人 98人 108人 

※各年度４月１日現在利用児童数 

 

【需要見込みの算定方法】 

・需要の見込みについては、国の手引きを基に、平成 30 年に実施したニーズ調査の集計

値から、世帯の就労状況と学校教育・保育の利用希望率を把握し、算定しています。 

・各年度の需要見込み数は、各年４月１日の推計人口を使用し、施設利用希望率をかけて

算定しました。 

・算定の結果を、令和元年 10月からの幼児教育・保育無償化事業による預かり保育の無償

化対象者数と比較し、１号認定と２号認定の見込み数を入れ替えております。 

 

 

  



 

50 

 

２－２．保育施設（保育所、認定こども園、地域型保育事業（＊27）） 

【取組内容】 

保育施設は、市立保育所７か所と私立保育所４か所の合計 11 か所、認定こども園が１か

所あります。市立保育所の３か所は「指定管理者制度」を導入しています。 

 

【保育施設の実績値と計画値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

実
績
値 

保育施設 857人 991人 1,006人 1,003人 1,045人 

認証保育施設 7人 0人 0人 0人 0人 

認可外保育施
設 

28人 20人 27人 18人 27人 

合計 892人 1,011人 1,033人 1,021人 1,072人 

計
画
値 

保育施設 841人 931人 970人 1,002人 1,042人 

認証保育施設 15人 0人 0人 0人 0人 

認可外保育施
設 

70人 45人 45人 45人 45人 

合計 926人 976人 1,015人 1,047人 1,087人 

※各年度４月１日現在利用児童数 

 

【今後の方向性】 

保育所整備計画の見直しを行い、保育需要に沿った施設整備を計画します。また、指定

管理者制度により運営している市立保育所を、民間立に移行していきます。加えて、一定

の基準を満たした認可外保育施設については、市の認証保育施設として運営を支援して

いきます。 

地域型保育事業等の認可申請があった場合は、寒河江市子ども・子育て支援推進会議

に諮って検討していきます。 
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【保育施設の年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需
要
の
見
込
み 

２号認定 
（３～５歳） 

572人 562人 542人 541人 527人 

３号認定（＊28） 
（０歳） 

117人 117人 120人 122人 124人 

３号認定 
（０歳）利用率 

42.8％ 44.8％ 47.0％ 49.1％ 50.8％ 

３号認定 
（１～２歳） 

392人 392人 389人 387人 389人 

３号認定（１～２
歳）利用率 

66.7％ 67.9％ 69.9％ 71.9％ 74.0％ 

合計 1,081人 1,071人 1,051人 1,050人 1,040人 

提
供
体
制 

保育所・ 
認定こども園 

1,003人 988人 988人 988人 988人 

地域型保育 39人 39人 39人 39人 39人 

認可外保育施
設 

45人 45人 45人 45人 45人 

合計 1,087人 1,072人 1,072人 1,072人 1,072人 

過不足 6人 1人 21人 22人 32人 

※各年度４月１日現在利用児童数 

 

【需要見込みの算定方法】 

・需要の見込みについては、国の手引きを基に、平成 30 年に実施したニーズ調査の集計

値から、世帯の就労状況と学校教育・保育の利用希望率を把握し、算定しています。 

・各年度の需要見込み数は、各年４月１日の推計人口を使用し、施設利用希望率をかけて

算定しました。 

・２号認定については、国の手引きにより算定した数の利用率と、令和元年度の利用率との

差が小さいため、国の手引き通りに計上しています。 

・３号認定(０歳)については、平成 30 年に実施したニーズ調査の結果、育児休暇の取得率

が 53％であったことから、国の手引きによる令和２年度の利用率 42.3％が妥当な見込みと

判断し、令和２年度は推計人口の 43％を算定し、令和３年度以降は母の就業率が２％ず

つ増加することを見込んで算定しています。 

・３号認定（１～２歳）については、令和元年度の利用率が 65.8％、国の手引きによる令和２

年度の利用率が 66.7％であったことから、令和２年度は国の手引き通りの値とし、令和３年

度以降は母の就業率が２％ずつ増加することを見込んで算定しています。 
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３．地域子ども・子育て支援事業の充実 

３－１．放課後児童対策推進事業 

（１）放課後児童健全育成事業（＊29） 

【取組内容】 

保護者が就労等により、昼間家庭にいない小学校の児童を対象に、放課後における適

切な遊びや生活の場を提供し児童の健全な育成を図っています。市内すべての小学校区

に 15 か所の放課後児童クラブを設置し、運営については各運営委員会に委託しています。 

すべてのクラブで午後７時まで開所しており、ニーズに応じた運営を行っています。また、

特別な配慮を必要とする児童について、支援員の研修を実施する等して資質の向上を図

るとともに、必要に応じて支援員の加配を行っています。 

 

【放課後児童クラブの実績値と計画値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

実績値 433人 491人 549人 580人 574人 

計画値 433人 491人 549人 607人 630人 

※各年度４月１日現在登録児童数 

 

【今後の方向性】 

設備運営基準を踏まえ、児童数に対応した環境整備を計画的に行い、保育環境の改善

を図ります。また、民間施設を借り上げて運営している放課後児童クラブについて、教育委

員会と協議し順次学校の余裕教室又は学校敷地内への移転を検討していきます。 

さらに、運営主体について、各クラブの実情に応じてより効率的で効果的な方策を検討

し、放課後児童クラブの安定した運営と体制強化を図っていきます。加えて、各放課後児

童クラブが連携して、支援員の資質向上と安全安心な放課後の居場所づくりを進めます。 
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【放課後児童クラブの年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需
要
の
見
込
み 

小学１～３年生 451人 444人 441人 435人 436人 

小学４～６年生 128人 127人 132人 128人 124人 

合計 579人 571人 573人 563人 560人 

提供体制 594人 600人 600人 600人 600人 

過不足 15人 29人 27人 37人 40人 

※各年度４月１日現在登録児童数 

 

【需要見込みの算定方法】 

・国の手引きを基に算定した結果は、低学年が約 50％の利用率、高学年が約 24％の利用

率でした。 

・令和元年度の実績は、低学年が 42％の利用率であるため、令和２年度は推計人口の

43％を見込んで算定し、令和３年度以降は１％ずつ増加することを見込んで算定していま

す。高学年の実績は 11.3％の利用率であるため、国の手引きに基づき算定した値の半数

を計上しました。 

 

（２）放課後子供教室推進事業 

【取組内容】 

小学校児童の放課後や週末及び長期休業中における安全で健やかな居場所づくりを

推進し、多様な体験・活動プログラムを通して学年間の交流や地域の行事、伝統活動につ

いて学ぶ機会を提供しています。 

 

【今後の方向性】 

地域の自然や歴史・生活・食文化等に関する体験を交え、集団内での異年齢交流及び

地域の人々とのふれあいを通して、社会性を養う活動を行います。 
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【放課後子供教室実施計画】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施計画 

市内 10小学校区５会

場で年 10回開催。 

自分たちの地域につ

いて学ぶ機会を設け

ることで、地域に対す

る誇りと愛着を育み、

地域活動への参加促

進を図ります。 

    

 

（３）放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型事業の推進 

【取組内容】 

共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、すべて

の就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一

体型の放課後児童クラブと放課後子供教室の整備を図ります。 

 

【今後の方向性】 

一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室について、本市の実情を踏まえ、今後

実施の可能性について検討します。 

 

 

３－２．地域子育て支援拠点事業（＊30） 

【取組内容】 

児童センターと子育て支援センターとが一体となった、総合子どもセンター「ゆめはーと

寒河江」を開設しています。「ゆめはーと寒河江」では、親子の遊び場やふれあい交流の場

を提供するとともに、育児に関する相談や講習会の実施、子育てに関する情報提供及び児

童の体力増進等を目的として運営しています。 
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【総合子どもセンターの実績値と計画値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

実
績
値 

利用者数 3,736人 3,933人 3,888人 3,930人 4,000人 

実施か所数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

計
画
値 

利用者数 925人 1,000人 2,510人 2,490人 2,450人 

実施か所数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

※月間延べ利用人数。平成 31年度は見込み数 

 

【今後の方向性】 

各種講座やイベントの開催等について、ポスターやチラシ、ホームページの充実等、あら

ゆる手段を講じてＰＲに努めます。また、研修会への参加等により、スタッフの資質向上を図

ります。 

 

【総合子どもセンターの年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需要の見込み 
（利用者数） 

4,000人 4,000人 4,000人 4,000人 4,000人 

提
供
体
制 

利用者数 4,000人 4,000人 4,000人 4,000人 4,000人 

実施か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

過不足 0人 0人 0人 0人 0人 

※月間延べ利用人数 

 

【需要見込みの算定方法】 

・国の手引きを基に算定した値は 2,000 人前後ですが、これまでの実績が 4,000 人弱であ

るため、同程度を計上しました。 
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３－３．ファミリー・サポート・センター事業 

【取組内容】 

乳幼児や小学生の児童を有する保護者や賛同者を会員として、児童の預かり等の援助

を希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動の利用調整を行ってい

ます。 

 

【ファミリー・サポート・センターの実績値と計画値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

実
績
値 

利用者数 557人 167人 762人 634人 700人 

実施か所数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

計
画
値 

利用者数 557人 167人 600人 600人 600人 

実施か所数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

※年間延べ利用人数。平成 31年度は見込み数 

 

【今後の方向性】 

より利用しやすい体制づくりや会員の増加に努めるとともに、援助会員（協力及び両方会

員）を対象とした研修の充実により、資質向上を図ります。 

 

【ファミリー・サポート・センターの年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需要の見込み 
（利用者数） 

700人 700人 700人 700人 700人 

提
供
体
制 

利用者数 700人 700人 700人 700人 700人 

実施か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

過不足 0人 0人 0人 0人 0人 

※年間延べ利用人数 

 

【需要見込みの算定方法】 

・これまでの利用実績を計上しました。 
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３－４．病児・病後児保育事業（＊31） 

【取組内容】 

保護者が就労している家庭の子どもが、病気で自宅での保育が困難な場合、市内の病

児保育施設又は病後児保育施設で、一時的に保育を実施しています。 

 

【病児・病後児保育の実績値と計画値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

実
績
値 

病児保育 0人 0人 0人 0人 270人 

病後児保育 4人 5人 6人 1人 20人 

合計 4人 5人 6人 1人 290人 

設置か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 3か所 

計
画
値 

病児保育 － － － － 720人 

病後児保育 720人 720人 720人 720人 1,920人 

合計 720人 720人 720人 720人 2,640人 

設置か所数 1か所 1か所 1か所 1か所 3か所 

※年間延べ利用人数。平成 31年度は見込み数 

 

【今後の方向性】 

病児保育制度の周知に努め、利用拡大を図っていきます。また、市立保育所１か所で、

体調不良型の病児保育事業を実施します。 
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【病児・病後児保育の年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需
要
の
見
込
み 

病児保育 360人 360人 360人 360人 360人 

病後児保育 180人 180人 180人 180人 180人 

合計 540人 540人 540人 540人 540人 

提
供
体
制 

病児保育 720人 720人 720人 720人 720人 

病後児保育 1,440人 1,440人 1,440人 1,440人 1,440人 

合計 2,160人 2,160人 2,160人 2,160人 2,160人 

実施か所数 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

過不足 1,620人 1,620人 1,620人 1,620人 1,620人 

※年間延べ利用人数 

 

【需要見込みの算定方法】 

・病児保育(１か所)は、20 日開所×12 か月×定員３人×１/２(実績)＝360 人で算定してい

ます。 

・病後児保育(２か所)は、病児保育の１/２（１か所当たり１/４）で算定しています。実績より多

い見込みとなっていますが、広報活動の強化により利用の増加を図っていきます。 

 

 

 

  



 

59 

 

３－５．子育て短期支援事業（＊32） 

【取組内容】 

保護者の就労や疾病等の理由により、一時的に家庭において児童を養育できない場合、

児童を預かって必要な保護を行っています。本市では、児童養護施設寒河江学園に委託

して、短期入所（ショートステイ）及び夜間養護（トワイライト）事業を実施しています。 

 

【子育て短期支援事業の実績値と計画値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

実
績
値 

短期入所 0人 9人 9人 5人 20人 

夜間養護 0人 0人 0人 28人 15人 

合計 0人 9人 9人 33人 35人 

計
画
値 

短期入所 15人 15人 15人 15人 15人 

夜間養護 15人 15人 15人 15人 15人 

合計 30人 30人 30人 30人 30人 

※年間延べ利用人数。平成 31年度は見込み数 

 

【今後の方向性】 

育児と就労の両立支援及び要保護家庭の支援等のため、今後とも児童養護施設寒河

江学園に委託して実施します。なお、緊急時に備えた受入れ体制を確保する観点から、現

状の提供体制を維持していきます。 

 

【子育て短期支援事業の年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需要の見込み 
（利用者数） 

30人 30人 30人 30人 30人 

提
供
体
制 

短期入所 15人 15人 15人 15人 15人 

夜間養護 15人 15人 15人 15人 15人 

合計 30人 30人 30人 30人 30人 

過不足 0人 0人 0人 0人 0人 

※年間延べ利用人数  
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【需要見込みの算定方法】 

・実績を考慮し、これまでと同数を計上しています。 

 

 

３－６．一時預かり事業（＊33） 

【取組内容】 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童について、主として昼間に

おいて幼稚園や保育所で一時的に預かり、必要な保護を行います。幼稚園における預かり

保育や保育所における一時保育を実施しています。 

また、年末年始を除く日曜・祝日に子どもを預かる休日保育事業を２施設で実施していま

す。 

 

【一時預かり事業の実績値と計画値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

実
績
値 

幼稚園の 
預かり保育 

0人 9,189人 17,317人 19,890人 18,300人 

保育所の 
一時保育 

6人 26人 30人 31人 5人 

計
画
値 

幼稚園の 
預かり保育 

24,400人 24,400人 24,400人 23,440人 22,970人 

保育所の 
一時保育 

50人 50人 50人 50人 50人 

※年間延べ利用人数。平成 31年度は見込み数 

 

【今後の方向性】 

幼稚園については幼稚園の在園児を対象とした「預かり保育」として実施し、多様な保育

ニーズに対応します。また、保育所については一時保育として実施し、一時的な保育ニー

ズに対応します。 

さらに、休日保育事業については、手続きの簡素化等によるサービスの向上と市民への

ＰＲに努めていきます。 
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【幼稚園の預かり保育の年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需要の見込み 17,700人 18,900人 18,900人 20,000人 20,400人 

提供体制 17,700人 18,900人 18,900人 20,000人 20,400人 

過不足 0人 0人 0人 0人 0人 

※年間延べ利用人数 

 

【保育所の一時保育の年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需要の見込み 50人 50人 50人 50人 50人 

提供体制 50人 50人 50人 50人 50人 

過不足 0人 0人 0人 0人 0人 

※年間延べ利用人数 

 

【需要見込みの算定方法】 

・ニーズ調査の設問がすべての世帯で 365日を想定したものとなっているため、国の手引き

に基づいた算定が実態とかけ離れた値となっています。このため、これまでと同数を計上

しています。 

 

 

３－７．延長保育事業（＊34） 

【取組内容】 

保育の認定を受けた子どもについて、通常の利用時間外又は利用日以外に保育を実施

する事業で、月～金曜日はすべての保育所で午前７時から午後７時までの延長保育を実

施しています。 

土曜日は２施設が午前７時から 12時までの通常保育となっており、それ以外の保育所は

午前７時から午後７時までの延長保育を実施しています。 

  



 

62 

 

【延長保育の実績値と計画値】 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

実績値 461人 438人 665人 749人 824人 

計画値 270人 270人 270人 280人 290人 

※実人数。平成 31年度は見込み数 

 

【今後の方向性】 

認可保育所全施設において、土曜日も含め、午前７時から午後７時までの延長保育の受

入れ体制の整備を図ります。 

 

【延長保育の年度別需要見込みと提供量】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

需要の見込み 747人 725人 701人 691人 675人 

提供体制 747人 725人 701人 691人 675人 

過不足 0人 0人 0人 0人 0人 

 

【需要見込みの算定方法】 

・実績値を計上しています。 

 

３－８．教育・保育の充実 

【取組内容】 

平成 29 年３月に策定した「寒河江市保育所整備計画」に基づき、市立なか保育所を平

成 30 年度に新築し、平成 31 年４月に移転開所しました。新たに０歳児保育と土曜日の一

日保育を実施しています。 

 

【今後の方向性】 

現在、指定管理者制度を導入している市立みなみ保育所について、令和３年度に民間

への移管を予定しており、施設の整備等について支援していきます。 

また、平成 29 年３月に策定した「寒河江市保育所整備計画」に変更の必要が生じており、

ニーズに沿った施設整備を行うため、計画の見直しを実施していきます。 

加えて、幼児教育・保育の質の向上に資するための、教育・保育に関する専門性を有す

る指導主事・幼児教育アドバイザーの配置について検討していきます。  
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３－９．幼児教育・保育の無償化 

【取組内容】 

令和元年 10 月から実施している幼児教育・保育の無償化に伴う、子育てのための施設

等利用給付については、保護者の負担軽減を図るため、施設の法定代理受領として実施

しています。 

また、副食費の補足給付事業についても、保護者への償還払いとはせずに施設への補

助事業として実施しており、保護者・施設の利便性の向上を図っています。 

 

【今後の方向性】 

現行体制を継続し、より良い方策について検討していきます。 
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基本目標３．子育てを地域全体で支えるまちづくり 

１．子育てに関する相談体制の充実 

１－１．相談窓口の充実及び関係機関との連携強化 

【取組内容】 

妊娠期から乳幼児期まで切れ目ない支援を行うため、子育て支援包括支援センターの

保健師や助産師が、定期の育児相談や随時の電話・来所相談、家庭訪問を行い育児不安

の軽減解消等の支援に努めています。また、相談の内容によっては家庭相談員が相談支

援を行う等、相談者の希望や内容によって、随時、柔軟に対応しています。相談の内容に

よっては、市の子育て支援ネットワークの実務者会議で協議する等、関係機関との連携を

図りつつ、適切な対応に努めています。 

 

【今後の方向性】 

相談員の研修の充実を図る等、個々のケースに応じた適切な対応ができるよう資質向上

に努めるとともに、中央児童相談所や子ども家庭支援センター、小中学校、幼稚園及び保

育所等関係機関・団体、民生委員・児童委員との連携強化を図り、適切な支援・助言を行う

等、相談支援体制の充実を図ります。また、子ども連れで相談に来た場合は子どもを預か

る等、安心して気軽に相談できる体制づくりに努めます。 

専門的な相談に対しては、子育てに関する専門的な知識や技術を有する保育所の保育

士が相談に応じる等、地域の子育て支援の拠点としての機能を果たすよう努めます。 

 

 

１－２．利用者支援の充実 

【取組内容】 

保育所への入所を始め、子育て支援に関する各種制度、サービスに関する相談等をハ

ートフルセンターで行っています。また、市報やホームページを活用し、市民への周知を図

っています。 

 

【今後の方向性】 

子育て支援ガイドブックの充実を図るとともに、教育・保育施設や多様な子育て支援事業

の利用について、子どもと保護者の置かれている環境に応じて適切な選択ができるよう、情

報提供や相談支援を行います。 
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２．児童虐待の防止 

２－１．要保護児童対策地域協議会 

【取組内容】 

児童福祉法第 25 条の２に規定する要保護児童対策地域協議会として、山形県中央児

童相談所を始め、15 の関係機関・団体で構成する「寒河江市子育て支援ネットワーク」を組

織しており、関係機関と連携を図りながら、複雑多様化する児童問題の未然防止や発生時

の迅速かつ適切な対応に努めています。 

 

【今後の方向性】 

「寒河江市子育て支援ネットワーク」の調整機関としての機能充実に努め、関係機関・団

体等との連携強化や適切な役割分担を図ります。また、実務担当者を対象とした研修会に

出席する等、子育て支援ネットワークのレベルアップを図り、体罰によらない子育てを推進

するとともに、より一層虐待等の未然防止や早期対応及び適切な処遇方針の策定等に努

め、要保護児童の健やかな成長を支援します。 

 

 

２－２．子ども家庭総合支援拠点（＊35） 

【取組内容】 

すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象として、その福祉に関し必要な支援に係

る業務を行う子ども家庭総合支援拠点の体制整備を行います。 

支援に当たっては、子どもの自立を保障する観点から、妊娠期から子どもの社会的自立

に至るまでの包括的・継続的な支援に努めてまいります。 

 

【今後の方向性】 

子ども家庭総合支援拠点においては、関係機関と連携を図りながら、下記について更な

る強化を図ります。 

・支援を必要とする子どもや妊婦の早期の把握 

・児童虐待の発生予防・早期発見、発生時の迅速・的確な対応 

・児童相談所等の関係機関との連携強化 
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３．ひとり親家庭支援の充実 

３－１．母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進 

【取組内容】 

母子自立支援員を配置し、各種相談対応や就業支援、資金の貸付け等、ひとり親家庭

の自立に向けた支援を行っています。また、児童扶養手当やひとり親家庭等医療費、高等

学校入学準備応援給付金の給付を行い、経済的支援及び負担の軽減に努めています。 

 

【今後の方向性】 

児童扶養手当の支給及び母子父子寡婦福祉資金の貸付けやひとり親家庭等医療給付

及び自立支援教育訓練給付金の給付、家庭生活支援員の派遣等を実施し、子育てや生

活支援、就業支援及び経済的な自立支援等を総合的に実施するとともに、相談体制及び

情報提供体制の充実に努めます。 
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４．障がいのある子どもへの支援の充実 

４－１．障がい児支援事業等 

【取組内容】 

障がいのある子どもについて、放課後等デイサービス（＊36）や児童発達支援事業（＊37）

を実施するとともに、保育所や幼稚園、放課後児童クラブにおいては保育士等を加配し、

受入れ体制の整備に努めています。また、通学支援や各手当の支給、医療給付事業等に

より、保護者の経済的負担の軽減を図っています。 

 

【今後の方向性】 

保育所や幼稚園における特別支援保育の充実を図るため、保育士等の確保及び研修

の充実に努め、専門的知識の取得等の資質向上と受入れ体制の充実を図ります。同様に、

放課後児童クラブにおける障がい児受入れ体制の充実に向けて、指導員等の研修等によ

り資質の向上を図ります。 

放課後等デイサービス及び児童発達支援事業の充実を図るため、障害児相談支援事業

所との連携を密にし、集団生活への適応や生活能力の向上のために児童個々の状況に応

じた適切な指導及び訓練を行う施設への通所を支援します。 

幼児教育連絡協議会等、幼保小中の情報連携による早期からの連続した就学指導や、

教育支援委員会の開催、特別支援アドバイザーによる支援・指導等に取り組みます。 

居宅介護や短期入所、紙おむつ支給等の福祉サービスの充実に努めます。 

 

 

４－２．医療的ケアが必要な児童の支援 

【取組内容】 

医療的ケアが必要な児童が適切な支援を受けられるように、保健、医療、障害福祉、保

育・教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置しています。 

 

【今後の方向性】 

医療的ケアが必要な児童が心身の状態に応じた適切な支援を受け、住み慣れた地域で

安心して生活を営むことができるよう、支援に携わる関係者が児童の現状を把握し共有す

る等、関係者相互の連携を推進していきます。また、保護者の負担軽減の方策について検

討していきます。 
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５．子育て世帯への支援充実 

５－１．経済的な支援の充実 

【取組内容】 

子育て世帯の経済的な負担軽減を図るため、平成 30 年７月から対象児童を高校３年生

まで拡大し、子育て支援医療費支給事業を実施しています。また、幼児教育・保育無償化

事業、第３子以降保育料無料化事業、小中学校給食費半額助成事業等の事業を展開して

います。 

 

【今後の方向性】 

子育て支援医療費支給事業については、今後も継続して実施し、医療証の更新手続き

等に係る保護者の負担軽減を図ります。また、児童手当及び特別児童扶養手当の支給に

ついては、国の制度に基づき、手続き等に関して遺漏のないよう周知徹底を図りながら、適

切な支給に努めます。 

幼児教育・保育無償化事業と、これに伴う第３子以降の副食費免除事業、第３子以降保

育料無料化事業、小中学校給食費半額助成事業も継続して実施していきます。 

さらに少子化対策事業として、副食費免除や第２子の保育料無料化について検討してま

いります。 

 

 

６．ワーク・ライフ・バランスの確保 

６－１．ワーク・ライフ・バランスの推進 

【取組内容】 

国の働き方改革関連法案の施行に伴う有給休暇や育児休暇の積極的な取得等につい

て、市内の事業所向けに発信しているメールマガジン等を活用して周知を図っています。ま

た、平成 29 年度に策定した第２次寒河江市男女共同参画計画（＊38）の推進を通じて、男

女共同参画の普及啓発に努めています。 

 

【今後の方向性】 

違法な長時間労働等の相談があった場合には、労働基準局や山形県労働委員会と連

携し、ワーク・ライフ・バランスの確保に努めます。また、第２次寒河江市男女共同参画計画

の推進を通じて、更なる男女共同参画の推進及び普及啓発に取り組みます。 
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７．遊び場、交流の場の整備 

７－１．寒河江市屋内型児童遊戯施設整備事業 

【取組内容】 

「子どもがすくすく育つまち」の実現に向けて、子どもと親が安心して遊ぶことができ、子

育て世代の親子等が交流できる新たな屋内型児童遊戯施設の整備構想を策定しています。 

 

【今後の方向性】 

子育て世代の保護者や教育・保育関係者等から要望の多い屋内型児童遊戯施設の整

備に取り組みます。 

 

７－２．身近な公園の整備 

【取組内容】 

地域の身近な公園の整備を継続して実施しています。 

 

【今後の方向性】 

子どもたちが、身近で安心して遊ぶことができる公園の整備及び遊具の安全管理、老朽

化遊具の更新等に係る費用の補助を実施します。 
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８．子どもの安全確保 

８－１．交通安全の推進 

【取組内容】 

就学前の子どもについては、かもしかクラブの活動を支援するとともに、市内幼稚園及び

保育所等幼児施設と連携して、交通安全に関する基礎教育の充実・強化に努めています。 

また、小学生及び中学生の児童・生徒については、通学路の要所に交通指導員や通学

サポーターを配置するとともに、各学校及び関係機関等と連携して交通ルールの遵守やヘ

ルメットの着用、自転車の安全な利用等について、周知及び指導の徹底を図っています。 

 

【今後の方向性】 

未就学児や児童・生徒への交通安全教育のより一層の推進を図るため、関係機関と連

携し、交通事故の未然防止活動、啓発活動に努めます。 

 

８－２．防犯対策の充実 

【取組内容】 

子どもに関する犯罪の発生状況や危険か所等に関する情報については、警察署と連携

して学校や保護者に適宜提供し、犯罪被害の未然防止に努めています。 

また、関係機関等の協力を得ながら市民の防犯意識の向上に努めるとともに、学校、家

庭、地域の連携を強化し、子どもに対する見守り活動や防犯指導、非行防止の充実を図っ

ています。 

 

【今後の方向性】 

家庭・地域・学校・警察・行政がより緊密に連携し、子どもたちを取り巻く犯罪抑制のため、

また、地域の安全・安心な環境づくりのための活動及び防犯啓発活動により一層努めます。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進 
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１．計画の推進体制 

子どもの健やかな成長を地域や社会全体で支える環境を築くためには、行政だけでなく、

市民や地域、子育て支援に携わる事業者や施設、団体等、子育て支援に関わる様々な主

体がそれぞれの役割を担いながら、相互に連携・協働していくことが大切です。そのため、

国や山形県、近隣市町村との連携強化を図るとともに、地域や子育て支援に携わる事業者、

関係機関等との連携・協働体制の充実を図ります。 

また、本計画の取組を適切かつ効果的に実施していくためには、庁内において適切な情

報共有や課題の検討等が行える体制づくりが重要となるため、子育て支援に限らず、様々

な分野を巻き込み、関係各課との横断的な連携体制の構築に努めます。 

本計画をより実効性の高いものとし、「さがえっこすくすく宣言」の具現化を目指していくた

めには、「子育てをみんなで支える」という意識を醸成し、共通認識としていくことが重要で

す。そのため市民や地域を始め、子育て支援に関わる様々な主体に向けて、子育て支援

に対する考え方や本計画の目指す方向性等について、市広報紙やホームページ等を活

用して積極的に周知を図ります。 

 

 

２．計画の進捗管理 

本計画を着実に推進していくためには、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、計画の進捗

状況を定期的に点検・評価して、必要に応じて改善していくことが求められます。 

そのため、本計画では学識経験者や教育関係者、保育関係者、保護者の代表、子ども

関係団体の代表等で構成する「寒河江市子ども・子育て支援推進会議」において、定期的

に計画の点検・評価を行い、その結果を公表するとともに、必要に応じて改善・調整等を行

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐｌａｎ（計画） 

目標や取組の設定 

Ｄｏ（実行） 

計画に基づいた取組の実施 

評価に基づいた取組の見直し 

Ａｃｔｉｏｎ（改善） 

進捗状況の点検・評価 

Ｃｈｅｃｋ（点検・評価） 

寒河江市子ども・子育て支援推進会議 

事務局（子育て推進課） 
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１．基本目標１の現状と目標値 

■基本目標１の現状と目標値（「健やか親子２１（第２次）」の指標及び目標に基づく） 

評価項目 平成 30年の状況 令和６年の目標 

１ 妊娠期からの切れ目のない支援 

 （１）思春期を対象とする事業 

  ①赤ちゃんふれあい体験学習事業 

   赤ちゃんふれあい体験学習事業 市内高校で実施中 継続 

  ②学校保健との連携 

   学校保健委員会に参加する数 市内小中学校 13校 継続 

 （２）妊産婦を支援する事業 

  ①妊婦健康診査事業 

   周産期死亡率 14.7％※１ 減少 

   11週以下の妊娠届出 96.5％ 増加 

   妊婦健康診査未受診の把握 100.0％ 100.0％ 

  ②健康教育・健康相談・特定不妊治療助成事業 

   育児相談の回数 26回 増加 

   全出生中の低出生体重児の割合 6.7％※１ 減少 

   妊娠中の喫煙率 1.0％ 0.0％ 

   妊娠中の飲酒率 0.0％ 0.0％ 

   合計特殊出生率 1.39※１ 1.50以上 

２ 子どもの健やかな成長・発達への支援 

 （１）乳幼児を支援する事業 

  ①乳児家庭全戸訪問事業、②養育支援訪問事業 

   乳児家庭全戸訪問実施率 100.0％ 100.0％ 

  ③健康教育・健康相談、乳幼児健康診査 

   

乳幼児健康診査 

受診率 

３か月児 98.3％ 

100.0％ 
   ９か月児 98.9％ 

   １歳６か月児 99.7％ 

   ３歳児 99.1％ 

   健康診査未受診児の把握率 100.0％ 100.0％ 

   事故防止の広報活動 実施 継続 

 （２）発達支援を要する子どもに関する連携体制の充実 

   経過観察のための保育所等訪問 14回 継続 

   相談窓口の周知・情報提供 実施 継続 

   専門的支援（おやこ相談等） ９回 ９回 

※１ 平成 29年の値  
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評価項目 平成 30年の状況 令和６年の目標 

２ 子どもの健やかな成長・発達への支援 

 （３）歯科保健事業 

   むし歯のない３歳児の割合 78.4％ 90.0％ 

   むし歯のない１歳６か月児の割合 94.5％ 100.0％ 

 （４）予防接種事業 

   （四種混合）１期初回 96.7％ 

100.0％ 

   （四種混合）１期追加 － 

   （二種混合）２期 91.4％ 

   麻しん・風しん １期 97.0％ 

   麻しん・風しん ２期 95.8％ 

   日本脳炎 １期初回 84.7％ 

   日本脳炎 １期追加 － 

   日本脳炎 ２期 69.0％ 

   結核 96.0％ 

   ヒブ 初回 97.4％ 

   ヒブ 追加 － 

   小児肺炎球菌 初回 96.7％ 

   小児肺炎球菌 追加 － 

   子宮頸がんワクチン 0.0％ 

   相談窓口の周知・情報提供 実施 継続 
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２．用語説明 

Ｎｏ． 用 語 説 明 

１ 子ども・子育て関連３法 

① 子ども・子育て支援法 

② 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供に関する法律の一部を改正する法律 

③ 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関連

法律の整備等に関する法律 

２ 子ども・子育て支援新制度 

平成 24年８月に成立した「子ども・子育て関連３

法」に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の

子育て支援の量の拡大や質の向上を推進するた

め、平成 27年４月から開始された制度 

３ さがえっこすくすく宣言 

市民だれもが、安心して子どもを産み、育てや

すい環境を整え、社会全体で子どもの成長を見守

り、子育てを支援するまちづくりを目指して、平成

26年６月に本市が行った都市宣言 

４ コーホート変化率法 

人口推計方法の一つで、同じ年（又は同じ期

間）に生まれた人々の集団（「コーホート」という。）

の過去における実績人口の動勢から「変化率」を

求め、それに基づいて将来の人口を推計する方

法 

５ 合計特殊出生率 

出産可能年齢（15～49 歳）の女性の年齢ごとの

出生率を足し合わせ、一人の女性が生涯、何人の

子どもを産むのかを推計したもの。人口を維持する

ためには、2.07以上が必要とされる 

６ 周産期死亡率 

妊娠 22 週以後の胎児の死亡率をいい、次の式

で表される 

年間周産期死亡数 

年間出生数＋年間妊娠満 22週以後の死産数 

×1,000 

７ 低出生体重児 
生まれたときの体重が 2,500ｇ未満の新生児の

総称 

８ 教育・保育施設 認定こども園、幼稚園及び保育所をいう 

９ 認定こども園 

幼稚園と保育所の機能を合わせ持つ施設で、

子育てに関する相談、助言を行う等、地域におけ

る子育て支援の機能も有する 
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Ｎｏ． 用 語 説 明 

10 
ファミリー・サポート・センター事

業 

乳幼児や小学生等の児童を持つ子育て中の保

護者や賛同者を会員として、児童の預かりの援助

を受けることを希望する者と当該援助を行うことを

希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整

を行う事業 

11 妊婦健康診査 

妊婦や胎児の健康状態を定期的に確認するた

めに行うもの。腹囲や血圧等の基本検査や保健指

導、血液検査等の医学的検査がある 

12 産後ケア 

産後の心身の回復に不安のある産婦や育児に

不安のある乳児とその母親を対象に、心身の休養

と不安軽減のため、ショートステイやデイサービス

を行うこと 

13 ハイリスク妊婦 

母の年齢（10 代や 35 歳以上）、未婚、精神疾

患、経済的不安定、育児協力者がいない等によ

り、妊娠・出産・子育てに強い不安や困難を伴うと

される妊婦 

14 乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までのすべての乳児（生後 28日まで

は新生児）のいる家庭を訪問することにより、子育

てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護

者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、

養育についての相談に応じ、助言その他の援助を

行う事業 

15 養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居

宅を訪問し、養育に関する相談、指導、助言等を

行うことにより、適切な養育の実施を確保する事業 

16 要保護児童対策地域協議会 

要保護児童の適切な保護や要支援児童、特定

妊婦への適切な支援を行うため、関係機関・団体

等により構成される組織 

17 特定妊婦 
出産後の子どもの養育について、支援を行うこと

が特に必要と認められる妊婦 

18 ＢＰ（ベビープログラム） 

初めて子育てをする保護者に対し、親子の絆づ

くりや仲間づくり、子育てに必要な知識の提供をす

る等、子育てを支援するプログラム 

19 発達支援 

発育障がい者（自閉症、アスペルガー症候群、

学習障害等）に対し、その心理機能の適正な発達

を支援するとともに、円滑な社会生活を促進するた

め行う医療的、福祉的及び教育的援助 
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Ｎｏ． 用 語 説 明 

20 子ども家庭支援センター 

子どもと子育て家庭に関するあらゆる相談に応

じ、相談内容に応じた専門機関やサービスの紹

介、調整をする機関。本市においては、児童養護

施設寒河江学園内に「チェリー」が開設されている 

21 定期予防接種 

予防接種法に基づき、市町村の責任において

行われるもので、種類や接種年齢が決まっている

予防接種 

22 任意予防接種 
予防接種法に基づかない、保護者（接種者）の

希望により任意で受ける予防接種 

23 学校教育・保育提供区域 

この計画を策定するに当たって、地理的条件や

人口、交通事情等の社会的条件、保育所や幼稚

園等の整備状況、その他の条件を総合的に勘案

して設定する区域のことで、計画策定上の基本的

な単位となる 

基本的に、この区域ごとに需要の見込みやサー

ビス提供計画を策定することになる 

24 施設型給付 
認定こども園、幼稚園及び保育所（教育・保育

施設）を通じた共通の給付 

25 １号認定 
満３歳以上の小学校就学前の子どもで、「保育

が必要な事由」に該当しない子ども 

26 ２号認定 

満３歳以上の小学校就学前の子どもで、「保育

が必要な事由」に該当し、保育園等での保育を希

望する子ども 

27 地域型保育事業 
小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及

び事業所内保育を行う事業 

27－１ 小規模保育 
主に満３歳未満の乳幼児を対象とし、利用定員

が６人以上 19人以下で保育を行う事業 

27－２ 家庭的保育 

主に満３歳未満の乳幼児を対象とし、利用定員

が５人以下で、家庭的保育者の居宅又はその他の

場所で、家庭的保育者による保育を行う事業 

27－３ 居宅訪問型保育 

主に満３歳未満の乳幼児を対象とし、当該保育

を必要とする乳幼児の居宅において家庭的保育

者による保育を行う事業 

27－４ 事業所内保育 

主に満３歳未満の乳幼児を対象とし、事業所内

の施設において、当該事業所の従業員の子どもの

ほか、地域の子どもの保育も行う事業 

28 ３号認定 
満３歳未満で「保育が必要な事由」に該当し、保

育園等での保育を希望する子ども 
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Ｎｏ． 用 語 説 明 

29 放課後児童健全育成事業 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学

校の児童を放課後等に預かり、遊びや生活の場を

提供し、その健全な育成を図る事業（放課後児童

クラブ） 

30 地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場

所を提供し、子育てについての相談、情報の提

供、助言その他の援助を行う事業。本市には、「ゆ

めはーと寒河江」がある 

31 病児・病後児保育事業 

保護者の就労等により、家庭において保育を受

けることが困難な病後児（10 歳未満）を、保育所等

に付設された専用スペースで、専任の保育士等が

一時的に預かる事業 

32 子育て短期支援事業 

保護者の就労や疾病等の理由により家庭にお

いて養育を受けることが一時的に困難となった児

童について、児童養護施設等に預かり、必要な保

護を行う事業。短期入所生活援助（ショートステ

イ）、夜間養護等（トワイライトステイ）事業がある 

33 一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難

となった乳幼児について、主として昼間において、

保育所や幼稚園等において一時的に預かり、必

要な保護を行う事業 

34 延長保育事業 
保育所等の通常の保育時間を超えて児童を預

かり、保育する事業 

35 子ども家庭総合支援拠点 

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情

把握、専門的な相談対応、訪問等による継続的な

ソーシャルワーク業務までを行う機能を担う拠点 

36 放課後等デイサービス 

小学校に就学している障がい児が対象。授業の

終了後又は休業日に児童発達支援センターその

他の施設に通所し、生活能力の向上や社会性を

身に着けるための必要な訓練を行うサービス 

37 児童発達支援事業 

未就学の障がい児が対象。児童発達支援セン

ターその他の施設に通所し、日常生活における基

本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活

への適応訓練等を行うサービス 

38 男女共同参画計画 

男性、女性が性別や年齢にとらわれることなく、

多様な分野で個性や能力を発揮できる社会の形

成に向けた施策を推進するための行動計画。本市

では平成 29年２月に第２次計画を策定した 
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３．寒河江市子ども・子育て支援推進会議条例 

平成 25年６月 25日条例第 32号 

寒河江市子ども・子育て支援推進会議条例 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 77条第１項の規定に基づき、寒

河江市子ども・子育て支援推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議

を行う。 

(１) 子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更 

(２) 特定教育・保育施設の利用定員の設定 

(３) 特定地域型保育事業の利用定員の設定 

(４) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及

び当該施策の実施状況 

(５) その他市長が必要と認める事項 

２ 推進会議は、前項に規定する事項に関し、必要に応じ市長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員 20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。 

(１) 学識経験者 

(２) 教育関係者 

(３) 保育関係者 

(４) 保護者の代表 

(５) 子ども関係団体の代表 

(６) 公募による者 

(７) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 推進会議に会長及び副会長各１人を置き、それぞれ委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 推進会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を

述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。 

５ 会長は、必要と認めるときは、推進会議に部会を置くことができる。 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、子育て推進課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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４．寒河江市子ども・子育て支援推進会議委員名簿 

役職 所 属 名 氏 名 分 野 

会長 東北文教大学 人間科学部 准教授 福田 真一 

学識経験者  寒河江市社会福祉協議会 事務局長 安達 徹 

 寒河江市主任児童委員連絡会 会長 鈴木 多鶴子 

 寒河江市校長会 代表 牧野 勤 

教育関係者 

副会長 寒河江大谷幼稚園 園長 菅原 大榮 

 市立保育所 所長 阿部 二三子 

保育関係者 

 あおぞら保育園 園長 工藤 幸子 

 寒河江市ＰＴＡ連合会 母親委員長 秋場 奈津子 

保護者の代表  寒河江幼稚園保護者会 会長 安孫子 文剛 

 
寒河江市立しばはし保育所保護者会 

会長 
髙橋 秀明 

 寒河江市幼児教育連絡協議会 会長 小林 由美子 

子ども関係団体の

代表 

 寒河江市手をつなぐ育成会 会長 阿部 高之 

 寒河江市放課後児童クラブ連絡会 会長 大沼 孝一郎 

 ＹＯＵ＆友クラブ 代表 佐藤 愛美 

 市民代表 豊島 陽子 

市民代表  市民代表 大泉 瑞穂 

 市民代表 佐藤 佑美 
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